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         令和５年１１月１５日 

 

 

 

 

 

                     国見町長 引地 真 
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応招不応招議員 

 

 

 ・応招議員（１１名） 

   １番 佐 藤 多 真 恵 君   ２番 菊 地 勝 芳 君   ３番 佐 藤   孝 君 

   ４番 （ 欠 番 ）   ５番 蒲 倉   孝 君   ６番 八 巻 喜 治 郎 君 

   ７番 宍 戸 武 志 君   ８番 山 崎 健 吉 君   ９番 （ 欠 番 ） 

  １０番 小 林 聖 治 君  １１番 渡 辺 勝 弘 君  １２番 松 浦 常 雄 君 

  １３番 （ 欠 番 ）  １４番 佐 藤 定 男 君 

 ・不応招議員 

   な し 

 



 
 
 

第  １  日 
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令和５年第７回国見町議会定例会議事日程（第１号） 

 

                   令和５年１２月５日（火曜日）午前１０時開議 

 

 第 １ 会議録署名議員の指名 

 第 ２ 会期決定 

 第 ３ 諸般の報告 

 第 ４ 陳情の付託 

     陳情第 ５号 すべての医療・介護従事者の処遇改善と人員増を求める陳情 

     陳情第 ６号 健康保険証廃止の中止を求める陳情書 

 第 ５ 議案第６２号 国見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

            る条例の一部を改正する条例 

 第 ６ 議案第６３号 国見町議会議員の議員報酬・期末手当及び費用弁償に関する条 

            例の一部を改正する条例 

 第 ７ 議案第６４号 国見町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 第 ８ 議案第６５号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 第 ９ 議案第６６号 国見町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正 

            する条例 

 第１０ 議案第６７号 職員の分限の手続及び効果に関する条例等の一部を改正する条 

            例 

 第１１ 議案第６８号 国見町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 第１２ 議案第６９号 国見町水道事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準を 

            定める条例の一部を改正する条例 

 第１３ 議案第７０号 令和５年度国見町一般会計補正予算（第５号） 

 第１４ 議案第７１号 令和５年度国見町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 第１５ 議案第７２号 令和５年度国見町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 第１６ 議案第７３号 令和５年度国見町水道事業会計補正予算（第２号） 
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 ・出席議員（１１名） 

   １番 佐 藤 多 真 恵 君   ２番 菊 地 勝 芳 君   ３番 佐 藤   孝 君 

   ４番 （ 欠 番 ）   ５番 蒲 倉   孝 君   ６番 八 巻 喜 治 郎 君 

   ７番 宍 戸 武 志 君   ８番 山 崎 健 吉 君   ９番 （ 欠 番 ） 

  １０番 小 林 聖 治 君  １１番 渡 辺 勝 弘 君  １２番 松 浦 常 雄 君 

  １３番 （ 欠 番 ）  １４番 佐 藤 定 男 君 

 ・欠席議員（なし） 

 ・遅参及び早退議員（なし） 

 ・地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 引 地  真 君 副 町 長 佐 藤 克 成 君 

教 育 長 菊 地 弘 美 君 総 務 課 長 阿 部 正 一 君 

企画調整課長 大 勝 宏 二 君 税 務 課 長 佐 藤 光 男 君 

住民防災課長 羽 根 洋 一 君 ほ け ん 課 長 佐 藤 温 史 君 

福 祉 課 長 黒 田 典 子 君 産業振興課長 佐 藤 智 昭 君 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 阿 部 善 徳 君 建 設 課 長 村 上 幸 平 君 

上下水道課長 宍 戸 浩 寿 君 
会計管理者兼
会 計 課 長 安 藤 充 輝 君 

監 査 委 員 
事 務 局 長 実 沢 隆 之 君 教育総務課長 大 勝 晴 美 君 

教育施設課長 中 條 伸 喜 君 生涯学習課長 小 野 笑 子 君 

農業委員会会長 八 島 富 一 君 代表監査委員 佐 藤 徳 正 君 

 ・本会議に職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長 澁 谷 康 弘 君 書 記 榊  英 則 君 

書 記 八 島  章 君 書 記 木 村 恒 夫 君 

書 記 石 澤  廣 君   
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◇開会の宣告 

議長（佐藤定男君） おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。定足数に達

しておりますので、これより令和５年第７回国見町議会定例会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

◇開議の宣告 

議長（佐藤定男君） 直ちに本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、あらかじめお手許に配付したとおりであります。 

◇          ◇          ◇ 

◇会議録署名議員の指名 

議長（佐藤定男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、８番山崎健吉君、１０番小

林聖治君を指名いたします。 

◇          ◇          ◇ 

◇会期の決定 

議長（佐藤定男君） 日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

   おはかりいたします。 

   本定例会の会期は、本日から１２月８日までの４日間といたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤定男君） 異議なしと認めます。 

   したがって、会期は、本日から１２月８日までの４日間と決定いたしました。 

   なお、本定例会にあたり、町長、監査委員、農業委員会長、関係職員に対し、説明

のため、あらかじめ出席を求めておりますので、ご了承願います。 

◇          ◇          ◇ 

◇諸般の報告 

議長（佐藤定男君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   初めに、議会関係について、事務局長から報告させます。 

   議会事務局長。 

議会事務局長（澁谷康弘君） 議会関係についてご報告いたします。 

   令和５年第６回議会臨時会以降、現在までの議会活動は、お手許に配付の議員活動

報告書のとおりであります。 

   本定例会に町長より別紙議案提出書のとおり、議案１２件が提出され、受理いたし

ました。 

   本定例会までに受理した請願・陳情は、陳情２件であります。 

   一般質問の通告は５議員で、お手許に配付の一般質問通告一覧表のとおりでありま

す。 

   定期監査及び例月出納検査の結果について監査委員から報告があり、その写しを配
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付しております。 

   以上、ご報告いたします。 

議長（佐藤定男君） 次に、一部事務組合関係について。 

   最初に、伊達地方消防組合議会について、１０番小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 伊達地方消防組合議会について、私から報告いたします。 

   去る１０月３０日、菊地勝芳議員とともに伊達地方消防組合議会定例会に出席して

まいりました。 

   組合議会に先立ち、長年にわたり伊達地方消防組合議員を務めてまいりました、我

が町の渡辺勝弘議員が組合表彰を受けられました。誠におめでとうございます。 

   それでは、定例会の報告に移ります。 

   午前９時３０分より、伊達地方消防組合会議室において全員協議会が開かれ、提出

議案について協議いたしました。 

   続いて、午前１１時より、令和５年第４回伊達地方消防組合議会定例会が開かれ、

まず管理者から消防組合の諸般の報告、提案理由の説明があり、直ちに議案審議に入

りました。 

   提出された議案は、報告１件、議案２件であります。 

   報告第２号は、専決処分の報告であります。内容は、令和５年６月２８日に発生し

た西分署配置の消防ポンプ車の自動車事故による損害賠償の額及び和解することにつ

いて、令和５年８月２日に専決処分をしたことの議会への報告でありました。 

   次に、議案第１９号は、令和４年度伊達地方消防組合一般会計歳入歳出決算の認定

についてであります。 

   歳入総額は２０億４９９万２５４５円であり、歳出総額は１９億７９７８万

８５１６円で、差引額は２５２０万４０２９円でありました。 

   主な事業としては、中央消防署西分署の庁舎改築工事と中央消防署地域内にありま

す訓練塔及び中央消防署北分署の地震災害復旧工事であります。 

   また、職員の資質向上と業務に必要な教育研修や資格取得のため、消防学校での署

員教育をはじめ自治研修センターでの公務員基礎力アップ研修に派遣しました。さら

には、救急業務のさらなる充実・強化を図る上で救急救命士の国家資格取得のための

救急救命士養成研修及び指導救命士養成研修に派遣し、専門的な知識・技術の習得に

も努めました。 

   これら決算の審査につきましては、去る８月３０日に実施いたしました。 

   最後に、議案第２０号は、令和５年度伊達地方消防組合一般会計補正予算（第２号）

についてでありますが、前年度繰越額の確定及び事業確定による補正となり、既定の

歳入歳出予算にそれぞれ２０９１万６０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を

２３億３２６４万５０００円とするものでありました。 

   これら議案２件は、採決の結果、いずれも原案のとおり可決、認定されました。 

   なお、お手許のタブレットＰＣに議案書の写しを掲載しておりますので、ご覧いた

だきたいと思います。 
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   以上で、令和５年第４回伊達地方消防組合議会定例会の報告を終わります。 

議長（佐藤定男君） 次に、公立藤田病院組合議会について。８番山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） 公立藤田病院組合議会について報告します。 

   令和５年１１月１日、１０時３０分から全員協議会が行われました。引き続き第

３回定例会が１１時から同病院会議室で開催されました。出席議員は、国見町から佐

藤議長、八巻議員、蒲倉議員、私と共に出席いたしました。 

   会議は、桑折町議会において一般選挙があったことから、議会構成が改められ、議

席の指定が行われ、また、副議長が空席となっていたことから、選挙第２号として副

議長の選挙が行われました。 

   選挙は、議長の指名推選により、桑折町出身斉藤 謙議員が当選となりました。 

   続いて、認定第１号、令和４年度公立藤田病院組合病院事業会計決算認定が行われ

ました。 

   令和４年度の病院事業会計決算は、総収入が６８億８０３２万６０００円に対し、

総費用が６６億８９３９万８０００円で、差引き１億９０９２万８０００円の純利益

となりました。 

   増収と減収の主な内容ですが、増収については、入院収益は手術件数の増加に伴い、

医療単価が上昇して増加したことによるもの。それから２番目としましては、外来収

入は外来患者数が１日あたりの平均患者数５９８.５人で、前年比４２.３人が増加し、

増収の原因となりました。 

   それから３番目としては、国・県からのコロナ関連補助金が大きく増加しました。 

   ４番目、その他としましては、医療外収益として、敷地内薬局が開局したことによ

り、賃貸収益があったことであります。 

   減収としましては、入院患者数が昨年の１人在籍数１７.２日から１５日と２.２日

短縮したことにより、入院部門についての減少がありました。原因については、複合

的なことが考えられますが、医療技術の発達によるものなどが考えられたと思われま

す。 

   以上が令和４年度収支決算についての議案でありましたが、全員で可決されました。 

   なお、質疑の中で病院側から４点の説明がありました。 

   １つは、敷地内の駐車場が慢性的に不足していることから、当院の隣地から土地の

寄附があり、不便の解消をするため、今年度末までに１８０台の駐車場の建設を予定

しております。 

   ２つ目としましては、先ほど申しましたように、敷地内薬局を開局する際、ＢＯＴ

方式を採用し、現在の職員宿舎に近い駅前の国見町所有の土地を敷地内薬局に貸し出

し、職員宿舎の建設を進めてまいりました。１棟１６部屋を一括借り上げすることに

し、１０月３１日に病院に引き渡しました。 

   なお、ＢＯＴ方式というのは、民間事業者が施設を建設し、維持管理後に公共に所

有権を移転するほう、これは薬局から病院に移すと、これは２０年間だそうでござい

ます。 
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   それから３番目としまして、国見町から高規格救急車の贈与があり、中核病院とし

て災害時に災害派遣医療チーム、ＤＭＡＴの車両として活用し、平時には患者移送用

に活用することであります。 

   ４番目としましては、２０２３年度、臨床研修医７名が藤田病院に配属されること

になり、今後地域医療現場で総合的な診療活動を指導していくことであります。 

   なお、詳細については、お手許に配付済みの議案書の写しをご覧になっていただき

たいと思います。 

   以上でございます。 

議長（佐藤定男君） 最後に、伊達地方衛生処理組合議会について。１１番渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） 伊達地方衛生処理組合議会の報告について、私から報告させてい

ただきます。 

   １１月１日、宍戸議員と共に出席をいたしました。午後１時１５分より伊達地方衛

生処理組合会議室において全員協議会が開かれ、提出議案について協議いたしました。 

   初めに、桑折町議会及び国見町議会並びに福島市議会の改選に伴い、議会議長選挙

が行われ、桑折町議会選出の半澤 高議員が当選されました。 

   その後、令和５年第２回伊達地方衛生処理組合会議が開かれました。 

   まず、管理者から提案理由の説明があった後、直ちに議案審議に入りました。 

   提出された案件は、報告３件、議案６件であります。 

   報告第１号、専決処分の報告についてであります。福島県市町村総合組合に組織す

る地方公共団体の数の減少及びその他の規定の整備であります。 

   報告第２号、専決処分の報告についてであります。平成２４年に起きた破損事故に

よる損害賠償請求の消滅時効が完成することから、時効更新を行うものであります。 

   報告第３号、専決処分の報告についてであります。令和５年８月２日に清掃センタ

ーの落雷被害による緊急復旧修繕費用の増額補正したものであります。 

   議案第１０号から議案第１２号まで、令和４年伊達地方衛生処理組合各会計の歳入

歳出決算認定についてであります。一般会計につきましては、歳入総額５５４０万

８１４円、歳出総額５４９９万５１５７円となり、歳入歳出差引残額４０万

５６５７円となりました。 

   続いて、し尿処理事業特別会計につきましては、歳入総額３億４３１０万

１１０９円、歳出総額３億４１４５万３４９円。歳入歳出差引き１６５万７６０円と

なりました。 

   次に、ごみ処理事業特別会計につきましては、歳入総額７億７２０９万９４２円、

歳出総額７億５７５６万１３８４円、歳入歳出差引き１４５２万９５５８円となりま

した。 

   次に、議案第１３号、令和５年伊達地方衛生処理組合一般会計補正予算であります。 

   歳入歳出予算それぞれ６００万２０００円を追加し、予算総額を６０９０万

２０００円にしたいということであります。 

   主な内容は、職員異動に伴う人件費の増減、物件費の増額によるものであります。 
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   次に、議案第１４号、令和５年伊達地方衛生処理組合し尿処理特別会計の補正予算

であります。 

   歳入歳出予算それぞれ１１２９万円を減額し、予算総額を２億９８７１万円にした

いということであります。歳入におきましては、令和４年決算認定による繰越金の増

額、職員異動に伴う人件費や電気料金の減額にあります。 

   歳出においても、職員異動に伴う給料、手当などの大幅な不用残が見込まれるため

であります。 

   次に、議案第１５号、令和５年伊達地方衛生処理組合ごみ処理事業特別会計補正予

算であります。 

   歳入歳出それぞれ１４２１万６０００円を減額し、予算総額６億７３６８万

４０００円にしたいということであります。 

   歳入におきましては、令和４年決算認定による繰越金の増額、電気料金の減額によ

る経常費、起債償還確定による公債費の減額であります。歳出におきましては、職員

の昇格による人件費や電気料金の大幅な不用残が見込まれるものであります。 

   これらの案件は、採決の結果、原案のとおり可決されました。 

   なお、お手許に議案の写しが配付してありますので、ご覧いただきたいと思います。 

   以上で令和５年第２回伊達地方衛生処理組合議会定例議会の報告を終わります。 

議長（佐藤定男君） 以上で諸般の報告を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇陳情の付託 

議長（佐藤定男君） 日程第４、陳情の付託について。 

   本日までに受理した請願・陳情は、陳情２件であり、お手許に配付した陳情文書表

のとおり、陳情第５号、陳情第６号は、総務文教常任委員会に付託いたしましたので、

ご報告いたします。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案の上程（議案第６２号～議案第７３号） 

議長（佐藤定男君） この際、日程第５、議案第６２号から日程第１６、議案第７３号ま

での議案１２件を一括上程いたします。 

   書記に議案提出書を朗読させます。朗読。 

（書記 議案提出書を朗読） 

◇          ◇          ◇ 

◇町長提案理由の説明 

議長（佐藤定男君） 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（引地 真君） 令和５年第７回国見町議会定例会を招集したところ、議員の皆様に

は出席いただき、ありがとうございます。 

   本定例会に提案した議案について説明します。 

   本定例会には条例改正などの一般議案８件、一般会計と各特別会計の補正予算の議

案４件の計１２件の当面する緊急で重要な案件を提案しました。 
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   まず、令和５年９月第５回議会定例会以降の町政執行の主なものについて申し上げ

ます。 

   初めに、健やかに暮らせるまちづくりについて申し上げます。 

   まず、新型コロナウイルスワクチン接種についてです。 

   ９月２０日から秋開始接種として町内の２つの開業医も加わり、新しい種類のワク

チン接種が始まりました。 

   １２月１日時点では、対象者７,１８０人中、２,０５３人、２２％が接種を済ませ

ています。また、インフルエンザワクチン接種は、１０月１日から来年の２月２８日

までの期間、高齢者、妊婦、そして１８歳未満の町民を対象に自己負担金への助成制

度を設けて勧奨を行っています。 

   次に、保健事業についてです。 

   春から年４回に分けて始めた「くにみシェイプアップ教室」には、秋コースに

１４人、冬コースに１２人が参加し、健康な体づくりに取り組んでいます。 

   また、１１月１８日に行った秋の総合健診には８７人が受診しています。 

   さらに、歯科健診事業では、４０歳、５０歳、６０歳、７０歳を対象に受診勧奨を

行っています。 

   次に、就学時健診・子育て学習講座についてです。 

   １０月５日、宮城教育大学の佐藤哲也教授を講師に招き、就学に向けた子育ての講

演会を開催しています。 

   次に、減塩街頭キャンペーンについてです。 

   １０月２６日、食生活改善推進員協議会の会員が「減塩と野菜を食べよう」キャン

ペーンをコープマート国見で行い、来店者に生活習慣病予防を呼びかけました。 

   次に、長寿健康づくり講演会についてです。 

   １１月３０日、７５歳以上を対象に高齢者が健康に暮らすために必要な筋力維持や

運動、栄養摂取についての講演会を開き、理解を深めました。 

   次に、敬老会についてです。 

   ９月１６日、４年ぶりに町内３会場で開催した敬老会では、表彰や記念品の贈呈、

アトラクションが行われました。 

   一方、７５歳以上の招待者１,９４６人のうち、当日参加者は２５６人で１３％で

した。敬老会の開催と内容の検討を継続することとします。 

   次に、百歳県知事賀寿と敬老祝金の贈呈についてです。 

   １１月１８日に１００歳を迎えた斎藤 清さん、熊坂キヨさんに県知事の賀寿と町

の敬老祝金を贈り、家族と共に長寿を祝しました。 

   次に、認知症サポーター養成講座についてです。 

   ９月２８日、小学６年生を対象に、認知症の講話と高齢者疑似体験セットを使用し

た学習を行い、高齢者への理解と高齢者福祉の一端を学びました。 

   次に、低所得世帯と子育て世帯への物価高騰対策についてです。 

   子ども１人１万５０００円、１世帯５,０００円を給付するくにみ子育て世帯応援
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給付金は５２９世帯８７５人、１５７７万円を、１世帯３万円を給付する住民税非課

税世帯等への臨時特別給付金は７２８世帯、２１８４万円をそれぞれ給付しました。 

   なお、この係数は１２月１日時点のものです。 

   さらに、非課税世帯のうち高齢者や障がい者、ひとり親の世帯に６,０００円を給

付する物価高騰対応生活困窮世帯緊急支援給付金は、１１月末までにそれぞれの対象

世帯に通知を送付しました。 

   ２つ目、安全・安心な優しいまちづくりについて申し上げます。 

   まず、交通安全と防犯事業についてです。 

   ９月３０日には国道４号チェーン着脱所で宮城県白石市と共に「ふくしま・みやぎ

県境キャンペーン」を行い、交通安全を呼びかけました。 

   １１月３０日には桑折町と共催の交通安全町民大会を開き、交通安全の取組に功績

のある団体と個人を表彰しました。 

   また、１０月２８日には、鹿島神社祭礼に合わせて、暴力団排除のパレードを藤田

商店街で実施しています。 

   次に、高齢者や障がい者などの買物や暮らしの質を維持、向上するタクシー利用補

助実証事業についてです。 

   １０月１７日に登録受付を始め、１０月２３日に事業運行を開始しました。 

   １２月１日時点の登録者は１２６人で１１月２６日までの利用件数は６０件です。 

   次に、伊達地方衛生処理組合のごみ焼却施設建設についてです。 

   当組合は、平成７年に稼働を始めた焼却施設の老朽化と埋立処分場の逼迫のため、

現有敷地内に新たにガス化溶融炉式の焼却施設の建設を計画しています。 

   この事業に伴い１１月２７日、桑折町と「伊達地方衛生処理組合ごみ焼却施設等の

運営等に関する協定書」を締結しました。 

   当面は環境影響調査などを予定しています。 

   次に、山崎前柳地内の燃料保管状況についてです。 

   週１回の定期巡回が行われており、問題がないことを確認しています。しかし、農

地転用許可工事が完了する前に搬入された燃料と土地の売却は、いずれも進展があり

ません。引き続き、指導を行います。 

   次に、おおさかのおか「大坂オフィス」についてです。 

   起業と商工業支援、まちの活性化を目的にした大坂オフィスは、７月完成以降４戸

のうち３戸の入居が決定し、１戸も入居予定者と調整している段階です。 

   次に、国・県への要望活動についてです。 

   １１月８日には、国会議員に道路事業の予算確保とＪＲ藤田駅前開発事業の国の財

政支援の要望を、１１月１３日には福島河川国道事務所長、１１月１４日には県北建

設事務所長へ町内会要望に基づく町事業への支援、国・県施設の改良・改修の要望を

行いました。 

   また、１１月８日には安全・安心の道づくりを求める全国大会、１１月１０日には

災害復旧促進全国大会へ参加し、他市町村と共に所要の要望活動を行いました。 
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   次に、町道４号線舗装改良事業についてです。 

   工事は、今期分の工期内完了に向け、現場での準備に着手しました。 

   次に、交差点名称の変更についてです。 

   道の駅国見あつかしの郷の北側と南側の交差点は、国による名称変更に伴い、北側

が観月台公園入口に、南側が道の駅国見に変更されました。 

   次に、滝川と滑川河川改修についてです。 

   県が実施している滝川築堤と滑川築堤、これに伴う町道橋架け替えの河川改修工事

の進捗率は５０％で、令和６年度末の事業完了に向けて順調に進んでいるとの報告を

受けています。 

   次に、東北地方治水大会についてです。 

   １０月２０日、国見町は福島県の要請を受けて、令和元年台風１９号での被災状況

や復旧状況について意見発表を行っています。 

   ３つ目、未来につながるまちづくりについて申し上げます。 

   まず、結婚世話やき人についてです。 

   １１月１９日に行われた結婚世話やき人主催の交流会には、町内外から男女７人が

参加し、トークやゲームで交流を深めました。 

   あわせて、参加者と結婚世話やき人との相談会も行われています。 

   次に、出産・子育て応援事業についてです。 

   これまでに、妊娠した際に給付する出産応援給付金５万円は６人に、また、出産後

に給付するすくすくももさぽ祝金１０万円は、紙おむつや肌着などと一緒に１２人に

給付しています。 

   次に、子ども・子育て支援推進協議会についてです。 

   １０月３０日、子ども・子育て支援推進協議会を開き、子どもと子育て支援の取組

について協議しました。今後も子育てに優しいまちづくりの検討を継続します。 

   次に、総合教育会議についてです。 

   １１月９日、町長、教育長、教育委員、教育委員会事務局は、町の学校教育、社会

教育、子育て支援、教育支援について意見交換を行いました。 

   次に、教育の在り方に関する検討についてです。 

   保護者へのアンケート結果を踏まえた保護者との意見交換会を９月８日に行うとと

もに、１０月２３日には大熊町立「義務教育学校 学び舎ゆめの森」と浪江町立「な

みえ創生小中一貫校」を視察しています。引き続き、様々な事例を参考に保護者を中

心とした意見を聴取しながら、国見町らしい教育の在り方について検討を進めます。 

   次に、藤田保育所とくにみ幼稚園についてです。 

   くにみ幼稚園は９月３０日に、藤田保育所は１０月６日にそれぞれ運動会を開きま

した。 

   家族や地域住民が見守る中、かけっこや親子競技、ダンスを披露しました。 

   また、１０月２４日には、幼稚園年中児が半田山自然公園で自然保育事業を体験し

ました。 
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   次に、来年度の園児の応募状況についてです。 

   １２月１日時点で、藤田保育所は０歳４人、１歳１９人、２歳２５人、計４８人、

くにみ幼稚園は３歳２７人、４歳３６人、５歳３１人、計９４人です。 

   昨年度と比べ、藤田保育所は４人増、くにみ幼稚園は８人減となっています。 

   次に、国見小学校と県北中学校についてです。 

   １０月１４日には国見小学校で学習発表会が行われ、合唱、合奏、演劇などの発表

がありました。 

   また、１０月１５日には県北中学校で柏葉祭が行われ、ＩＣＴを活用しながら自分

たちで考え、製作した工夫のある発表がありました。さらに、中学生全員で作成した

ビッグアートは、役場庁舎あかまつ広場で一般公開しています。 

   次に、中学校部活動の地域移行についてです。 

   ９月１９日、１０月１０日、１１月８日に部活動地域移行推進協議会を開き、地域

クラブの設立に向け、理念の検討を進めています。 

   次に、国見町ＰＴＡ連絡協議会要望についてです。 

   町ＰＴＡ連絡協議会は、１０月２４日、幼稚園、小学校、中学校の体育館へのエア

コン設置、通学ルート見直しと街灯設置、教室のエアコンの定期的清掃といった教育

環境の充実を求める要望書を町と教育委員会へ提出しています。 

   また、要望書の受理と併せてタウンミーティングを行っています。 

   さらに、１０月２７日にはくにみ幼稚園ＰＴＡの臨時役員会が開かれ、見直しの要

望が多かった通園リュックについて協議されました。 

   結果、来年度から指定せず、それぞれの家庭で自由に選択することに決まりました。 

   次に、福島大学児童文化研究会公演についてです。 

   ９月９日、国見子どもクラブの児童は、同研究会の学生による大型絵本や紙芝居の

読み聞かせなどを楽しみました。子どもたちはふだんと異なるプログラムに楽しそう

だったとの報告を受けています。 

   次に、国見学園コミュニティ・スクール委員会についてです。 

   ９月２６日、空き教室の有効利用を実現するための具体策について議論を行いまし

た。今後も協議を継続することとします。 

   次に、通学路とスクールバスについてです。 

   １０月１８日、スクールバス地区懇談会を開き、運行に関する意見交換を行いまし

た。 

   また、１１月１７日には、福島北警察署桑折分庁舎、保原土木事務所、町交通安全

協会の協力を得ながら、通学路の危険箇所などの合同点検を行いました。引き続き、

児童生徒の通学路の安全確保に努めます。 

   次に、地域学校協働本部事業についてです。 

   地域住民が参画する学校支援の取組の一つとして、農家の協力を得ながら小学３年

生は「モモの収穫体験」、５年生は「稲刈り体験」を行い、農業についての学びを深

めました。 
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   また、柏葉体育館では、学習支援コーディネーターと学生ボランティアを講師に

「質問のできる学習室」を１０月１７日に開講しました。中学生が自主学習を通して

講師に質問しながら学ぶ取組で、２月１６日まで開講します。 

   次に、スポーツ事業についてです。 

   市町村対抗の軟式野球、ソフトボール、ふくしま駅伝、そして町内駅伝競走大会で

は、国見町の選手たちが躍動しました。中でも町ソフトボールチームの準優勝はすば

らしいものでした。 

   また、総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会は、月１回開催しながら、設立に

向けた準備を進めています。クラブの名称、ニーズ調査の結果を基にしたプレ事業の

実施などを検討しています。 

   次に、国見町文化祭についてです。 

   「音楽芸能発表会」「ダンスパーティー」「総合展示会」では、国見町文化団体連

絡協議会に加盟する団体や保育園児、幼稚園児、小学生、中学生が日頃の練習、研さ

んの成果を披露しました。 

   次に、あつかし歴史館事業についてです。 

   １０月２１日に行われた大木戸むらづくりの会が主催する「あつかしまつり」では、

子どものワークショップ、太々神楽や日本舞踊などの発表、芋煮や地元野菜の販売な

どが行われ、多くの来場者でにぎわいました。 

   ４つ目、恵まれた資源を生かしたまちづくりについて申し上げます。 

   まず、永年勤続農業委員の表彰についてです。 

   １１月９日、国見町農業委員会の八島富一会長と佐藤浩信委員が、永年勤続農業委

員として福島県農業会議から表彰されました。 

   次に、農産物ＰＲ事業についてです。 

   ９月８日から１０日まで、昨年に引き続き東京銀座歌舞伎座の木挽町広場で「くに

み物産展」を開催しました。生産者６人が農産物や加工品を自らＰＲし、販売しまし

た。 

   また、９月９日には福島空港、９月１６日と１７日には仙台市の勾当台公園、９月

２０日には宮城県の石巻合同庁舎、１１月３日には岐阜県池田町、１１月３日と４日

には道の駅ふくしま、そして１１月４日と５日には岩手県平泉町で、それぞれに国見

町産のモモ、ブドウ、リンゴ、西洋ナシ、６次化商品をＰＲ、販売しました。いずれ

も持参した商品は完売しています。 

   次に、国見ライスセンターの竣工についてです。 

   令和４年３月の福島県沖地震で被災した建屋修繕とプラント更新工事が完了し、

９月１３日に竣工式が行われました。 

   この後、令和５年産米の刈取り、乾燥調製が順調に進められたとの報告を受けてい

ます。 

   次に、令和５年産米のモニタリング検査結果についてです。 

   旧町村ごとに１か所、計５か所の圃場を選定し、検査した結果、いずれの玄米から
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も放射性物質は検出されませんでした。 

   次に、あんぽ柿の放射能検査についてです。 

   １１月２１日にＪＡふくしま未来の国見共選場で令和５年産のあんぽ柿検査を始め

ました。 

   なお、福島県あんぽ柿産地振興協会は、今期の出荷目標を震災前の８６％の

１,３３０トンとしています。 

   次に、新規就農者の確保についてです。 

   くにみ農業ビジネス訓練所の長期・短期それぞれの研修は計画どおりに進んでいま

す。３人の長期研修生は、来春の自立就農に向け、農地の確保、就農計画の作成など

を進めています。 

   また、次年度の長期研修生の確保、さらには農業部門の地域おこし協力隊を確保す

るため、９月２３日には仙台市、９月３０日と１０月２８日には東京都、１０月

２９日には福島市で開催された農業人フェアに参加しました。 

   ２６組２７人が国見町ブースを訪れ、そのうち８組９人が実地見学会で国見町を訪

れています。 

   次に、国見町の農業の地域計画と目標地図の作成についてです。 

   目標地図の作成に向け、農業者の意向を調査するため、１０月に受付会を行いまし

た。１２月にも同様の受付会を開催することとしています。 

   次に、農産物への鳥獣害対策についてです。 

   今年度新たに委託した農産物への鳥獣害対策アドバイザーによる侵入防止柵の現地

調査の完了に伴い、町内３か所で結果報告と今後の対策に向けた座談会を行いました。 

   次に、中小企業・小規模企業の振興についてです。 

   中小企業・小規模企業振興条例に施行に伴い、これまで３３社の企業訪問を実施し

ています。今後、中小企業のニーズに対応した施策の導入の検討を進めます。 

   次に、商工会青年部の活躍についてです。 

   ９月２日に開催された商工会親善球技大会県北地区のソフトボール大会で、国見町

商工会青年部チームが優勝しました。９月２７日には青年部長らが優勝報告のために

町を訪れています。 

   次に、道の駅国見あつかしの郷についてです。 

   指定管理者第三者評価選定委員会は、道の駅国見あつかしの郷と加工施設ＭＯＭＯ

ＣＯの指定管理を受託している国見まちづくり株式会社が、それぞれの施設を適正に

管理運営していることを確認した旨の評価報告書を町に提出しました。同委員会へは

今後も指定管理者への適切な指導助言をお願いすることとします。 

   また、１２月２日に来場者が１０００万人を突破し、記念セレモニーが行われまし

た。 

   次に、マイクロツーリズムについてです。 

   町内事業者の認知度向上を図り、リピート利用と町内事業者の稼ぐ力を強化するこ

とを目的に、１０月２８日と１１月２５日の２回開催し、町外から２０人が参加して
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います。 

   次に、「くに味でまんぷく！ウォー食ラリー」についてです。 

   １１月３日、商工会が主催したこの催しには、２００人が参加し、商店街の１３店

舗を巡り、地元店舗の魅力を再発見していたとの報告を受けています。今後の継続開

催に期待します。 

   次に、プレミアム商品券事業についてです。 

   ４回目の取組となるこの事業では、７月から９月までの期間で実施し、地元店の利

用割合は６１％、地元店利用を促進するスタンプキャンペーンの利用割合は６９％で、

いずれも過去最高の実績で地元店舗の活性の一助となったものと思います。 

   次に、あつかし山ビッグツリーについてです。 

   あつかし山ビッグツリー実行委員会は、今年で３１回目を迎えるあつかし山ビッグ

ツリーの点灯式を１２月２４日に道の駅国見あつかしの郷で行い、１月８日まで点灯

すると決定しました。 

   ５つ目、相互理解と共感のあるまちづくりについて申し上げます。 

   まず、町内会要望への回答・意見交換とタウンミーティングについてです。 

   今年度は、新型感染症の規制緩和に伴い、町内会から出された要望への回答・意見

交換と併せて、タウンミーティングを開催しました。 

   出された主な意見や要望は、広報くにみ１２月号でお知らせします。 

   また、貴重な意見と要望は、引き続き町政執行に生かしていくこととします。 

   次に、事務執行適正化第三者委員会についてです。 

   ９月に２人の委員から辞任届が提出されたため、後任委員の選任を進めてきました

が、それぞれに推薦のあった福島県立医科大学の教授と弁護士を新たに選任し、昨日

付で委嘱しました。今月中に会議を再開する予定です。 

   次に、行政相談についてです。 

   行政相談週間に合わせて１０月６日から１９日まで、総務省行政相談パネルの展示

を役場庁舎あかまつ広場で行いました。 

   また、１０月１９日には、人権擁護委員と合同で相談会を行っています。 

   次に、確定申告説明会についてです。 

   １１月２８日には納税者の利便性の向上を図るため、ｅ－Ｔａｘやスマートフォン

を利用して、自宅で所得申告や納税を行う方法の講習会を開き、４人が参加していま

す。 

   次に、マイナンバーカードの交付状況についてです。 

   １０月末日現在で町から本人に交付したカードは６,７２５枚で、交付率は８割を

超えました。引き続き、月１回の日曜窓口を開設し、普及を図る取組を継続すること

とします。 

   最後に、町として生きるまちづくりについて申し上げます。 

   まず、秋の叙勲についてです。 

   元福島県左官業組合連合会理事の佐藤 司さんが瑞宝双光章を、前国見町商工会長
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の岡崎長市さんが旭日単光章をそれぞれ受章しました。 

   次に、国見町表彰式についてです。 

   今年度の表彰式は１１月２０日に行い、叙勲受章者３人を含む特別功労表彰５人、

功労表彰６人、栄誉顕彰２人と１団体の計１４の個人と団体を表彰しました。 

   なお、叙勲祝賀会は、賀詞交歓会と併せて１月４日に開催することとします。 

   次に、第６次国見町総合計画と過疎地域持続的発展計画についてです。 

   ９月１９日に国見町総合計画審議会を開催し、第６次国見町総合計画と国見町過疎

地域持続的発展計画の成果・進捗状況についての評価と総合計画一部変更の答申を受

けました。 

   次に、高規格救急自動車についてです。 

   さきの臨時会で議決された６台について、それぞれ譲与・搬送の手続を進めていま

す。 

   また、その他の３台は、伊達地方消防組合ほかと調整中です。 

   なお、北海道ニセコ町長と茨城県常陸大宮市消防長らが譲与のお礼のため来町して

います。 

   次に、移住・定住支援についてです。 

   １０月１日に東京交通会館で行われた移住相談会に参加し、９組の移住・定住の相

談を受け付けています。 

   また、国見町が独自に新設した住宅取得補助制度では、これまでに１件の申請があ

りました。引き続き、町内外への周知、移住者支援、空き家活用に取り組みます。 

   次に、ホームタウン協定を結んだ福島ユナイテッドＦＣについてです。 

   １０月８日に、とうほうみんなのスタジアムで行われた福島ユナイテッドＦＣの試

合に合わせて、国見町ホームタウンサンクスデーが開催され、少年仲間づくり教室の

子どもたちと日本舞踊を学ぶ子どもたちが招待されました。 

   プロのサッカー選手とゲームをしたり、大勢の観衆の前で日本舞踊を披露したりし

ました。さらに、場外の広場の販売ブースでは国見町の農産物や６次化商品の販売を

行い、国見町をＰＲしました。 

   次に、中尊寺ハス絵画コンクールについてです。 

   審査会を経て入選した作品は表彰し、町内各施設を巡回・展示しています。 

   次に、クニミノマド事業についてです。 

   ３年目を迎えた「オーナー制度」は、４月にお花見会、６月に袋かけ体験、７月か

ら９月に収穫体験、１０月に収穫感謝祭、１１月にリンゴ収穫体験を行いました。延

べ１３５人が参加しています。 

   次に、地域おこし協力隊活動事業についてです。 

   地域おこし協力隊がインスタグラムで国見町のグルメ、歴史、観光などを順次紹介

し、国見町の魅力を継続的に発信する事業を進めています。 

   また、新たに今年度から地域おこし協力隊希望者のインターン制度を取り入れた結

果、２人が２週間の国見町の暮らしを体験しました。 
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   次に、東京ふるさと国見会についてです。 

   １０月２１日と２２日、東京ふるさと国見会の会員９人が来町し、あつかしまつり

や文化財めぐり、柿の収穫体験を通して地元住民と交流しました。引き続き、首都圏

との交流、関係人口創出に努めます。 

   最後に、第２６回義経まつりについてです。 

   ９月２３日に開催した義経まつりは、キッチンカーや屋台に加え、武者行列を道の

駅国見あつかしの郷まで延伸したり、鼓笛や吹奏楽で小中学生の参加を組み入れたり

した結果、多くの来場者でにぎわいました。 

   それでは、本定例会に提案した各議案の概要を申し上げます。 

   議案第６２号「国見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例」から議案第６９号「国見町水道事業の業務に従事する職員

の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例」までは、人事委員会勧告

に伴う給与関係の改正と関連する条例の一括改正を行うものです。 

   議案第７０号「令和５年度国見町一般質問補正予算」は、既定の歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ６億２８８０万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

６７億７７６８万９０００円とするものです。 

   歳出補正の主なものは、百条委員会設置経費、人事委員会勧告による人件費、ふる

さと納税経費、臨時特別給付金、防災無線更新追加経費、町内会要望対応経費、町債

の繰上償還などの増によるものです。 

   議案第７１号「令和５年度国見町国民健康保険特別会計補正予算」から議案第

７３号「令和５年度国見町水道事業会計補正予算」までは、人事委員会勧告に伴う給

与の改正と事業費の増などによるものです。 

   以上、本定例会に提案した各議案の提案理由の趣旨を申し上げましたが、各議案の

内容、係数などは審議に先立ち、関係課長がそれぞれ説明しますので、慎重審議の上、

速やかにご議決くださるようお願いし、提案理由の説明とします。 

   よろしくお願いします。 

議長（佐藤定男君） 以上で町長提案理由の説明は終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

◇散会の宣告 

議長（佐藤定男君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

   １１時１５分より本議場において議案調査会を行い、その後、総務文教常任委員会

を委員会室で、産業建設常任委員会を中会議室北側で開催いたしますので、ご参集願

います。 

   明日６日は、午前１０時より本会議を開きます。 

   これで本日の会議を閉じます。 

   ご苦労さまでした。 

（午前１１時０３分） 

 



 
 
 

第  ２  日 
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◇開議の宣告 

議長（佐藤定男君） おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。定足数に達

しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（佐藤定男君） 本日の議事日程は、あらかじめお手許に配付したとおりであります。 

◇          ◇          ◇ 

◇一般質問 

議長（佐藤定男君） 日程第１、一般質問を行います。 

   通告順に発言を許します。質問及び答弁は、簡潔かつ要領よく発言願います。 

   なお、この際申し上げます。 

   各議員の発言は、答弁も含めて６０分までは認めることといたします。 

   最初に、７番宍戸武志君。 

   宍戸武志君。 

（７番宍戸武志君 登壇） 

７番（宍戸武志君） 通告に従いまして、通告の内容にて質問させていただきます。 

   その前に、どんな本を主に見ましたということで申し上げます。まず「地方消滅」

２０１４年、中公新書、増田さんという方が書いた本でございます。この増田さんは

日本創成会議・人口減少問題検討分科会座長を務めておりまして、人口減少等の問題

についての政府に対する意見を述べておりまして、それを受け国は対応しているとい

う方でございます。次に、「人口急減と自治体消滅」、時事通信社、２０１５年。

「人口減と農業」、ツシマ書房。「日本で働く」、松籟社を主に参考にさせていただ

きました。 

   では、質問させていただきます。 

   人口減少のスピードが一段と加速している。国立社会保障・人口問題研究所から国

勢調査や人口動態統計などを基に将来の出生率と死亡率、出入国者数を仮定、

２０２３年４月に公表した。推計では２０７０年の日本の総人口は２０２０年に比べ

て約３割減の８７００万人。うち外国人は１割となり、６５歳以上の割合は４割近く

に上昇するとしている。また、推計より早いペースで人口減少が進んでいると分析し

ている。今回、共同通信社が全国の自治体首長に人口減少に関するアンケートを実施

している。当町も該当している。アンケートの内容を中心に当町の人口減少対策を再

び問う。 

   社人研、前回２０１７年に出生者数を８６万人と想定したんですけれども、

２０２３年は７６万２０００人ということで想定を大幅に下回っております。 

   １としまして、当町の人口は１９５０年の１万５６２９人をピークに減少に転じて

いる。２０２０年は８，６４４人で、２０４０年、６,２５２人、２０６０年、

４,０２９人と予想している。現時点でこの予想人口の変更、修正はないか。 

   広報くにみを見ますと、出生数と婚姻数が心もとないくらい少ないんですね。この



 

‐22‐ 

 

辺も含めてお伺いしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） ７番宍戸武志議員のご質問にお答えいたします。 

   現在、町が使用している人口推計は、令和２年度の国勢調査の速報値及び平成

２７年に国立社会保障・人口問題研究所が過去の国勢調査の数値を基に推計したもの

でございます。町ではこの推計を基に第６次国見町総合計画を策定いたしました。第

６次総計は策定後５年の令和７年度に見直すこととなっております。同年には国勢調

査も実施されることから、その時点で人口の修正については判断したいと考えていま

す。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） 次に、自治体首長アンケート（県内）では、急激に進む人口減少な

どを背景に、自らの自治体が消滅しかねないとの危機感を抱く首長は約９割の５３市

町村に上りました。内訳は「強い危機感を抱いている」２９市町、「ある程度危機感

を抱いている」、当町を含め２４市町村。当町ではどのような分析、根拠を持って回

答したのか、お伺いします。 

議長（佐藤定男君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   人口減少を背景といたしました自治体の存続は、個々の環境の違いや人口減少の強

弱こそあれ、全国の市町村がひとしく抱える日本全体の課題です。確かに少子高齢化

が原因で行政自体が立ち行かなくなることもあるかもしれませんが、数百人、数千人

の自治体でも魅力あるまちづくりを進めていけば持続可能な行政運営ができるという

のはご承知のとおりでございます。 

   国見町では、第６次国見町総合計画や過疎地域持続的発展計画に基づき、誰もが幸

せに暮らせるまちづくりを進めております。一つ一つの政策を着実に実践していくこ

とにより、持続可能な町政運営は可能であると考えております。そのような考えから、

ある程度ということでご回答したというものです。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） 国見町、過疎の町にも指定されております。この中で、やはり強い

危機感を抱かないといけないと思っております。 

   では、次に質問させていただきます。 

   県は自治体消滅への危機感について強い危機感を抱いていると回答しております。

理由としては、若年者層の県外流出、少子化等、出生数の想定より少ないを挙げてお

ります。県と当町での温度差を感じます。この点についてお伺いしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   先ほども答弁させていただいたとおり、人口減少を背景とした自治体の存続は、
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個々の環境の違いや人口減少の強弱こそあれ、全国の市町村がひとしく抱える日本全

体の課題であると考えております。よって、広域自治体としての県、基礎的自治体と

しての市町村の違いはあるかと思いますが、少子化や人口流出による自治体消滅への

認識については変わらないと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） ぜひ強い危機感を抱いていただきたいと思います。このことによっ

て政策等が若干変わるのではないかなと思いますんで、この辺も含めてもう一度考え

ていただきたいなと思っております。 

   次に移ります。 

   地方人口増、３つの求心力という形で人口増対策です。外国人、子育て支援、企業

誘致が原動力とも言われております。ただ、子育て支援策は自治体独自の競争激化の

ため消耗戦になっているとの報告もあります。外国人の受入れ、当町のアンケートの

回答ではということで、町長が答えられたということで、果樹栽培が盛んな国見町、

基幹産業の受入対応の検討を始めたいと。果樹は収穫など機械化が難しい作業が多く、

担い手の高齢化が進んでおります。外国人材に活路を見いだしたい。ノウハウを持つ

人材の派遣を国に求めるという形で回答をしております。当町のアンケートの回答で

は、当町の基幹産業、農林業への受入検討を始めたいとの回答をしております。この

件について根拠等をお伺いしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   国見町の農業従事者数は、農林業センサスの合計で２００５年から２０２０年の

１５年間で４割以上減少し、６５以上の割合も８割を超えるなど後継者と労働力が不

足しています。このため平成２９年度からくにみ農業ビジネス訓練所、今年度から地

域おこし協力隊制度を活用することで、町外から移住・定住による農業従事者数の確

保に努めていますが、新規就農者よりも離農者のほうが多いのが実態であり、これら

の課題を解決する一手法として外国人の受入れに向けた検討も必要と判断し回答した

ところです。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） 外国人の全国の受入者数は２０１９年１０月末現在で１６６万人で

すね。そのうち農業、漁業等に携わっている外国人は２１％、３５万人となっており

ます。その中で多いのが野菜等を中心とした北海道とか長野の外国人の農業者の就業

が多くなっております。 

   この問題点もありますんですけれども、働き手は必要だが財源やノウハウがないと、

外国人労働者を雇うのに漠然と必要とは考えている、何をすべきか分からない自治体

が多いということで、国見町は何をもって、これから外国人の労働者を受け入れよう

としているのか、具体策があるんだったらお答えお願いしたいなと思います。 
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議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えいたします。 

   こちらのアンケートについて、受入れについて検討を始めたいとする回答であり、

具体的な部分についてはこれからになりますが、まず現場では間違いなく農業に従事

する、いわゆる労働力等が不足している実態がございますので、これを解決するため

の一手法として今後しっかり検討していきたいとの回答になってございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 町長、どうぞ。 

町長（引地 真君） 続けてお答えいたします。 

   今回のこのアンケートに回答したその内容でございますけれども、それは宍戸議員

からお質しのとおりでございます。ただ、その根底にあるのは、まずはその農業者、

実際に今、農業を頑張っていらっしゃる方々、その方々の思い、実際に農業にしても

人手不足というのは深刻だという話も聞いておりますし、町単独だけではなくて農協

あるいは関係の団体との協議も進めながら、外国人の受入れがこの国見町にとって本

当にいいことなのかどうなのかといったことを検討を始めたいという内容でございま

すので、ご理解ください。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） 外国人労働者は、なぜ日本で働くことを希望するかというと、技能

を身につけたいということもあるんでしょうけれども、一番の外国人労働者が求める

ことは賃金なんですね。彼らは、ある程度自分たちの生活を我慢して母国に送ってい

るということで、賃金を安くして使おうということは今後はできないというような形

で今報道されております。この辺も含めまして、安かろうというような考え方での外

国人の労働者の受入れは今後とも難しいのではないかと思いまして、その辺も含めて

検討をお願いしたいなと思っております。 

   では、次に移ります。 

   企業誘致、当町の企業誘致策について再度お伺いします。 

   当町の総計には国道４号線等、良好な交通環境を生かし、企業立地適地への優良企

業の誘致を進めるとあります。現在、当町の企業立地適地は何か所あり、面積は幾ら

か。なければ適地の確保をどうするのか。他の市町村と誘致合戦に勝つ自信はあるの

か。また、アンケートの人口減対策で第２番目、企業誘致など雇用就業機会の確保が

人口減対策にとっては第２番目の３１市町村が答えています。この件についてお伺い

したいなと思います。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   都市計画法に基づく市街化区域内の準工業地域及び工業地域において、町有地、ま

たは新たに立地できる土地は現時点でありません。よって、企業誘致を進めるために

は、市街化調整区域内の企業立地適地において新たに地区計画を策定する必要があり
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ます。具体的な適地場所としては、１点目として国道４号線の南東側、いわゆる下側

というんですかね、２点目としてＪＲ東北本線藤田駅の北側、３点目として東北自動

車道国見インターチェンジ周辺などの市街化区域に接した場所が考えられますが、い

ずれも農地が含まれ、地区計画の策定以前に農振除外、農地転用などの手続が必要に

なるため、町だけで進めることができず、県の許可、規模によっては国との協議が必

要になりますし、適地の確保には用地買収も必要になります。誘致については、他市

町村の動向に右往左往することなく、交通の便に優れた国見町の優位性などをアピー

ルすること、国見町に進出を考えている企業については、国見町内で立地するための

選択肢を提示するとともに、しっかりと相談に応じることなどの対応を進めていきま

す。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） この件について、ちょっと他市町村、桑折町なんですけれども町長

選挙がありまして、第１番の公約は、企業誘致による雇用と税収の確保が一番の課題

というか、スローガンだったんですね。国見町はということで聞きますと、いつも金

がない、土地がない、それと都市計画の変更が難しいということで、この辺がネック

になっておりまして、仕事はやっぱり難しい仕事をやり切ると、県との協議も真剣に

やり切るということでないと、仕事は前に私は進まないと思います。この辺について

お伺いしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えいたします。 

   町として企業誘致を進めないと申し上げているつもりはございません。相談があれ

ばしっかり応じて、国見町でどこに立地できるかという部分も含めて企業側の意向を

しっかり受け取りながら相談には応じていきたいということで、現時点でハード的な

部分として、まず場所がないと。それから、都市計画法上の様々な規制があるという

ことでハードルが高いことは承知をしているところですが、今後そういった相談等が

あれば、しっかりと応じていきたいということでございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） 次に移ります。 

   当町の基幹産業は農林業としております。異論はございません。人口対策、財政対

策の面から、企業誘致による産業構造のポートフォリオを変える努力を進めるべきで

はありませんか。企業誘致は長期になります。短期では無理だと思います。私は５年

に１社、１０年に２社という形で長期の展望を持っていただきたいなと思っておりま

す。しかし、今取組を強化しないと成果は先へ延びます。なぜ土地確保が今必要なの

か、１区画でもやはりやっておかないと、企業誘致の相手方へのプレゼンテーション

とか、これ、あまり重みを持たないと。相手から言われて初めて土地を確保するとい

うこと、ちょっとインパクトがなさ過ぎると思います。この件についてどのような考
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えを持っているのか、再度お伺いします。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   令和４年９月議会一般質問で蒲倉議員にお答えしたとおり、町では現時点で大規模

な工業団地を造成する計画はありません。工業団地の造成により雇用の創出、さらに

法人町民税及び固定資産税など町税が増加する一方、造成には少なくとも数億円から

数十億円の先行投資としての財政出動が必要になるとともに、造成用地が売れ残った

ときのリスクも伴います。よって、町としましては、進出を考えている企業があれば

個別相談の上、先ほどの答弁でも述べました地区計画を策定するなど、企業の要望に

応じたオーダーメード方式で対応していきたいと考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） 私は、大規模な工業団地を造ってほしいということでなく、１区画

でもいいんですよ、やっぱりそれを示すことによって相手の企業は見に来るとか、国

見町、どういうところなのか、これ、ないとちょっと弱いのではないかなと思うんで

すね。各市町村見ていますと結構ありますよ。土地は確保しております。金はかかる

と思いますよ。だけれども先行投資しなかったら未来はないんですよ。その辺どう考

えているのか、お伺いしたいなと思います。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えいたします。 

   地区計画の策定につきましては、どんな相手方がどんな土地の大きさで、どんな配

置をするのかなど、ある程度の青写真があった上で県との協議に基づいて計画を立て

ていくことになりますので、相手方がまだ決まっていない白紙状態の地区計画では、

なかなか前に進まないため、初めに町で進めるのは難しいと思いますが、相談があっ

た場合には速やかに地区計画の策定に向けて進めていきたいと考えてございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） ぜひこの辺、やはり先行投資してくださいよ。でないといたちごっ

こになってしまいますよね。これ泥縄方式で泥棒が来てから、ちょっと例え悪いんで

すけれども縄をつくるというような形になってしまいますので、その前に多少お金か

かってもいいから将来的な投資、これをお願いしたいなと思います。 

   次へ移ります。 

   １０年前、政府は日本創成会議等のリポートを受け、地方の人口減対策を打ち出し

ました。東京一極集中是正を目指した地方中枢都市圏構想であります。同時に、より

一層の地方創生を進めることも課題となります。当町でいえば福島市を中心とした連

携中枢都市圏構想が当てはまります。現在までの広域連携の取組状況についてお伺い

します。 

   これについては、日本創成会議のリポートがあるんですけれども、地方中枢都市圏
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構想とは若干違うんですけれども、ほぼ当てはまるというようなことでございます。

この辺についてお伺いしたいなと思います。 

議長（佐藤定男君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   ９月議会一般質問で山崎議員にお答えしたとおり、国見町ではふくしま田園中枢都

市圏ビジョンの３４の全ての連携に参加し、その中で具体的に１２の連携事業につい

て取り組んでおります。 

   １点目といたしまして、福島イノベーション・コースト構想の連携、２点目といた

しまして広域観光の推進、３点目、圏域内大型商業施設と連携した地域活性化策の検

討、４点目、地域包括ケアシステムの連携推進、５点目、教職員の広域交流、６点目、

圏域産農産物の風評払拭・消費拡大、７点目、災害対策の広域連携の推進、８点目、

再生可能エネルギーの導入推進と水素エネルギーの利用促進、９点目、自治体情報シ

ステム等の運用に向けた情報交換、１０点目、移住・定住の促進、１１点目、合同の

職員研修会の開催、１２点目、水道事業における広域連携の推進などです。以上

１２項目について取り組んでいるところでございます。 

   内容につきましては、現状の確認の勉強会や研修会への参加、共同イベントの開催、

そのイベントへの参加などでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） 今聞きましたんですけれども、一番分かりやすいというか、なぜ連

携中枢都市圏構想が生まれたかという背景は「地方消滅」の中に書いてあります。こ

れを読みますと、なぜこれが必要かということが分かりますんで、その辺、もし見て

いない方がいらっしゃいましたら、ぜひ買って読んでいただきたい。分かりやすいで

す。 

   これ、やっぱり首都圏に流れる人をここで押さえようというダム構想ですね。とい

うような形で一番の発想なんですね。福島県で言えば郡山が先発しております。この

辺、もしよかったら読んでいただきたいなと思います。 

   次に、都市圏ができたことにより、周辺の市町村の衰退が危惧されるとの見方もあ

ります。これは福島市が中心なんですね。福島市には普通交付税が２億円、参加市町

村には特別交付税が１８００万円交付されております。福島市には特別交付税、年に

１億２０００万円が交付されるというのを聞いております。この辺どう考えているの

か、お聞きしたいなと思います。 

議長（佐藤定男君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   特別交付税、普通交付税の中身でございますけれども、それは、いわゆる圏域の法

律に従って特別交付されるものであって、私たちについてはそれを有効活用するとい

うようなことで取り組んでいければいいのかなと考えたところでございます。 

   以上、答弁といたします。 



 

‐28‐ 

 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） 私、危惧するのは、福島市中心部だけが栄えて周辺部町村が衰退し

ているというような危惧があるんですよね。その辺どう考えているのか、再度お聞き

したいなと思います。 

議長（佐藤定男君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   令和４年第１回の定例会で浅野議員の質問にもお答えしたとおり、ふくしま田園中

枢都市圏は今まで歴史的な広域のつながりを基に、広域的にできることは広域でとい

うような趣旨の都市圏協定でございます。圏域全体の活性化につながるもので不利益

はないと考えております。 

   仮定のことといたしまして、今後、国見町の自立が侵される場合、また町民に不利

益なことが起こる、あるいはそれを回避できない場合については、それ相応の手順を

踏んで、この連携から離れることも選択の一つとしてあり得ると考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） これは市町村合併を推進するものではないとうたわれております。

それと周辺の市町村の衰退に関しては、都市圏そのものが活力が低下するとの指摘も

ありますんで、この辺も含めて対応をお願いしたいなと思います。 

   次に移ります。 

   核として連携を指導する市には、各市町村と補い合う関係を構築することが求めら

れております。親分、子分にならない。ちょっと言い方、変か分かんないですけれど

も、核となる市との連携、確認はできているのか。例えば、ここでいえば福島市です

ね。国見町さんは農業が基幹産業なので農業を主体にやってくださいと、私どもは事

業誘致とかそういうことをやりますんでというようなことにならないように、この辺

どのような連携確認をしているのか、お伺いしたいなと思います。 

議長（佐藤定男君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   令和４年第１回の定例会で浅野議員の一般質問にお答えしたとおり、ふくしま田園

中枢都市圏は連携協約により、自治体が対等に１対１で締結し、自立した施策や事業

を行いながら必要と考える施策は連携し、各自治体が必要としないと考える施策には

参加する必要はないとするものです。よって、連携確認はできていると考えておりま

す。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） 先日、福島市が使っている体育館等のスマホを使ったアプリですね、

予約システムですね、これを使おうというようなことで国見町は検討しているという

ことで、そのための使用料を見たら２００万円かかるというんですね。それはやっぱ

り連携協定で、ただでアプリの提供はしてもらえないんでしょうかね。この辺ちょっ



 

‐29‐ 

 

とお伺いしたいなと思います。 

議長（佐藤定男君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） お答えいたします。 

   現在、連携事業として取り組んでおります公共予約システムにつきましては、福島

市が現在運用しているシステムに国見町の施設を追加し稼働するという形になってお

ります。国見町独自にその公共システムを構築する金額と比べますと、福島市のシス

テムと一緒に連携して構築する金額のほうが、はるかに安い金額で導入できるものと

考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 追加で説明させていただきますと、先ほど議員が申し上げられ

ました１８００万円の特別交付税がそういった事業に充当されるということですので、

組織の負担は最終的にはないということになります。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） 福島市には２億円なんですよね、普通交付税が。だから、その辺も

国見町は協定しているので、ただでアプリ使わせてもらうというような形で申し込ん

でも私はいいとは思うんですけれども、その辺ぜひご検討をお願いしたいと思います。 

   次に移ります。 

   市町村の広域連携は必要だな、当町自体もあらゆる面で強化ですね、確固たる財政

基盤・独自性をしないと核となる市等に飲み込まれます。この辺、国見町は小ぶりな

んですけれども、筋肉質な財政基盤とか、そういう形をやはり当町自体もあらゆる面

で強化をしていかないとと私は思います。その辺の対策をお伺いしたいなと思います。 

議長（佐藤定男君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   先ほど答弁させていただいたとおり、ふくしま田園中枢都市圏は圏域全体の活性化

につながるもので不利益はないと考えております。国見町では総合計画や過疎地域持

続的発展計画に基づき事業を進めていくことによって、町の独自性を発揮し、未来に

つながる国見町をつくっていくものと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） では、最後に、当町は今後広域連携取組をどのように政策に反映し

ていくのか、具体的にお伺いしたいなと思います。よろしくお願いします。 

議長（佐藤定男君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   地理的、歴史的に深いつながりを持つ圏域の市町村と共に、お互いに必要と考える

施策について連携しながら圏域全域の経済成長を促し、住民サービスの向上を図れる

ような取組について推進していくものです。 
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   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 町長。 

町長（引地 真君） 重ねて答弁します。 

   今、担当課長が答弁したとおりなんですが、連携を取りながらも、まずはその軸足

というのはこの国見町に置きたいと思っています。その上で、この国見町町民にとっ

て益のある内容あるいは取組、これについては連携をして、そうでない場合について

は連携は見合わせると、協力は見合わせると、そのスタンスは今後もいささかも変え

るつもりはございませんので、これについてもご承知おきいただきたいと思います。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 宍戸武志君。 

７番（宍戸武志君） 最後に、現状のペースで人口減少が続いていきますと、単独で住民

サービス継続に困難になる市町村が出てくるというような指摘もございますので、こ

の辺、危機感を持って対応していただきたいなと思っております。よろしくお願いし

ます。 

   以上です。 

議長（佐藤定男君） 次に、８番山崎健吉君。 

   山崎健吉君。 

（８番山崎健吉君 登壇） 

８番（山崎健吉君） 若干、質問する前にお配りした通告書に一部年号の記載ミスがあり

ましたので訂正をお願いしたい。上から９行目ですね、「平成２６年」とあるのを

「平成２４年」に、その下の「１３年」とあるのを「１１年」にそれぞれ訂正してい

ただきたいと思います。 

   それでは、さきに通告した件について質問します。 

   通学路及び廃校となった周辺の整備状況について伺いたいと思います。 

   平成２３年３月に東日本大震災が発生してから、はや１２年８か月以上が経過して

おります。その後も令和２年２月、翌年の令和３年３月と立て続けに震度６強の地震

が当町も含め多くの市町村に及び、まだ復旧されない箇所があり、生活にも支障を来

たしているところもあり、早期の復旧を望んでおります。 

   特に、当町の通学路に指定されている道路沿道のブロック塀が修繕されず、赤色の

コーンにより危険箇所を表示している箇所が数か所あります。この危険な箇所をどの

ように改善し、安全通学路に復旧するのか伺いたいと思います。 

   １つ目の質問ですけれども、学校指定通学路については自宅から学校までの登下校

時に使用する道路と定めております。また、通学路の指定については学校保健安全法

に、学校においては児童生徒などの安全を確保するために通学を定めた安全に関する

計画を立て、それを実施しなければならないとしております。指定の手続は学校が指

定し、これを教育委員会が承認するので、仮に通学路の安全上の不備によって事故が

起きたときには両者にも責任が問われるということになるのはご存じのことと思いま

す。 
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   参考までに、通学路とスクールゾーンの違いですね、私も調べる間にスクールゾー

ンと通学路ってどうなんだということをちょっと疑問があったんで、ここでちょっと

ご紹介しますと、通学路は児童生徒の登下校時における交通の安全を確保するため登

下校する道路として学校が指定する通路、これを通学路という。スクールゾーンとは、

一般的に小学校を中心として、おおむね半径５００メートルの範囲を警察による道路

標識によって規制されている範囲、これを言うと。こういうふうに書かれております。 

   そこで１点目の質問ですけれども、当町の通学路の指定通学路数、これ何件あるか、

ちょっと教えていただきたい。 

議長（佐藤定男君） 教育施設課長。 

教育施設課長（中條伸喜君） ８番山崎健吉議員のご質問にお答えいたします。 

   今お質しにありましたとおり学校指定通学路、これにつきましては児童生徒の安全

を第一に考え、最適な通学路を保護者などと協議した上で学校長が定めるもので、現

在２５本の通学路が指定されています。これは集団登校する班ごとに設定されている

ものであります。 

   また、お質しにありましたスクールゾーンにつきましては公安委員会が指定するも

のでありまして、学校を中心とする半径おおむね５００メートル以内の通学路で、歩

行者用道路や一方通行などの交通規制がかかる区域となります。当町におきましては

４か所あります。１つ目は石母田硯石の国道と町道の合流地点、今、工事が終わった

ところなんですけれども、その付近からむさしや交差点までの旧国道の区域。２つ目

は、旧宍戸製材所の前面道路。３つ目は小学校西側の道路で旧武田商店から学校田ま

での区間。最後４つ目は、大友新聞店前から藤田宮前住宅団地の東側の区間、この

４か所がスクールゾーンとして設定されています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） ありがとうございました。そうすると通学路は集団ごとに２５本あ

りますねと。それから、スクールゾーンについては４地区あるという答えで、私が先

ほど言った参考までにというのと同じということで変わりないですか。ありがとうご

ざいます。 

   それで、２番目の質問ですけれども、これも平成２３年の東日本大震災のときにそ

の当時指定された通学路、これが災害により危険とされて指定された通学路を、一時

的に迂回したと私聞いているんですけれども、そして安全な通学路としたと聞いてお

りますが、災害の通学路はそのまま廃止されたのか、また当時迂回した通学路を現行

も通学をしているのか、どちらの通学路が本当なのかというか、両方歩いているよう

に見えるんですけれども、その辺をお聞きしたい。 

議長（佐藤定男君） 教育施設課長。 

教育施設課長（中條伸喜君） 通学路のルートについてでございますけれども、確かに特

別な事情、そういった災害とかがあった際には、その指定されている通学路を通学す

るのが危険と判断された場合には、それを迂回することがあるかと思います。東日本
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大震災のときには確かにそういった対応が取られたのかもしれませんけれども、現在

は毎年通学路については保護者と学校が協議をして決めておりますので、現在はその

通学路を通行して学校に通っていると考えてございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） 確認ですけれども、当時指定された通学路については現在は使用し

ていない、こう理解してよろしいですか。現在の指定された通学路だということでい

いですか。 

議長（佐藤定男君） 教育施設課長。 

教育施設課長（中條伸喜君） お答えいたします。 

   具体的な場所がちょっと分かりませんけれども、大きく通学路が毎年変わるという

ことはないかと思いますけれども、その時々で変更になることはあるかと思います。

ですので平成２３年の東日本大震災自体の通学路と今の通学路が、全ての２５本の路

線で変更がないのかどうかというところは、すみません、今確認ができておりません

けれども、年度初めにその通学路というものを設定しますので、その年度におきまし

てはその通学路を特別な事情がない限りは集団登校で使用しているということでご認

識いただければと思います。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） それでは、藤田地区の生徒がメインなんですけれども、この人たち

は集団登校しているんですけれども、下校時はばらばらと言ったら表現が悪いかもし

れませんけれども一人一人帰ってきている人もいると。幸い今まで交通事故がなかっ

たようには思うんですけれども、下校時の通学路、ここを帰りなさい、行くときはこ

の通学路を行ったんだけれども、帰りは人によっては別なところを帰るかもしれない。

その人に対しての注意というか、そういう方にはどのように指導しているか、ちょっ

と教えていただきたい。 

議長（佐藤定男君） 教育施設課長。 

教育施設課長（中條伸喜君） 学校指定通学路につきましては、登校時及び下校時にその

ルートで帰りなさいという指導をしております。これは年に４回ほど学校内で通学班

方部会というものがありまして、子どもたちが自ら危険な箇所であったりとか、そう

いったものを話し合って、ここはこういうふうに気をつけようねと話し合う場面があ

ります。そういった中でも下校時についても朝の登校の通学路で帰るようにというこ

とで、学校のほうでは指導を行っております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） ぜひそのようにご指導をお願いしたいと思います。 

   ３番目の質問に入りますけれども、学校を中心に先ほど言ったスクールゾーン、そ

れから町の通学路の標識があるところがあるんですけれども、どのような決まりで町
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の通学路の標識を設置したのか教えていただきたい。ある箇所は何か所あるかも教え

ていただきたい。 

議長（佐藤定男君） 教育施設課長。 

教育施設課長（中條伸喜君） お答えいたします。 

   まず、ご質問の警察が定める標識という文言があります。これについては公安委員

会が指定するスクールゾーンの規制標識のことと考えます。これは青色の歩行者等専

用道路であったり、指定方向外進行禁止といった標識に加えまして、その下に曜日や

時間帯を示す補助標識、これをもって規制をしているものです。さきに答弁をいたし

ました４か所のスクールゾーンにつきましては、土日祝日を除く７時から８時までと

して車両通行を規制しております。 

   お質しにありました通学路の標識でありますけれども、これは１か所あると認識を

しております。これについては道路管理者が設置をいたします警戒標識でありまして、

車両の通行を禁止するものではございません。細心の注意を払って運転をしていただ

く、そういった注意喚起の標識となっております。町ではこの標識以外に通学路を示

す路面標示であったり横断歩道及び交差点部のカラー化など、そういった対応を講じ

ております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） では、私が見た標識は特例で１か所だけあったというふうに認識し

てよろしいんですね。 

   もう一つですけれども、先ほど通学路の標識の話したんですけれども、通学路には

一方通行がない限り、ほとんど行ったり来たり両方向なんですよ。ところが通学路と

して意識がなくて、生徒が登下校中ともなれば運転する人は例えば入るときには標識

がありました。途中から入るとき、どっちが後ろだか分かりませんが、入るときには

標識がないと、これ標識ないのに、私、間違って入ったのではありませんかというよ

うなことがあるんですよね。ですから、逆にそういうようなところでは教育委員会と

してはどういう、これは自動車運転する人に注意しなければならないんですけれども、

先ほど課長が言ったように、看板とか道路に描くとかという話ありましたけれども、

これがないところも結構あると思うんですよ。これはどうするのか、ちょっと伺いた

い。 

議長（佐藤定男君） 教育施設課長。 

教育施設課長（中條伸喜君） ご指摘の標識なり標示での注意喚起を促す部分、これにつ

いては全ての通学路に施されているというわけではございませんけれども、必要と思

われる箇所には適宜対応をしているところでありますけれども、今後そういった箇所

について必要とあればそういった対策を講じていきたいと思いますし、あと毎年、警

察、保原土木事務所、交通安全協会、学校長、教育委員会のほうで危険箇所の合同点

検というものを行っております。その中で毎年チェックをしながら必要と思われる場

所にはそういった対応をしてまいりたいと考えております。 
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   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） 必要なところには年初にいろいろ対応しているということですけれ

ども、それはＰＴＡの方と教育委員会というんですかね、あと警察というか、そうい

う方なんでしょうけれども、私も一市民として見たときに、そういう危ないところが

あるよという指摘なので、ぜひ参考までにそういうところを見ていただきたいと思い

ます。 

   それから、４番目の質問に入ります。 

   この間というか、１０年前からも令和２年、令和３年の地震がありましたというこ

とは先ほどお話ししたとおりなんですけれども、地震によりブロック塀が破損し、道

路に面したところには町が補助しているが、特に通学路に指定されているブロック塀、

いまだ修理されず赤色のコーンが危険箇所を示しております。ブロック塀は個人所有

であり、なかなか強制的に直しなさいということにはならないと思いますけれども、

補助事業については関係者にどのように説明して理解していただいたのか、また、引

き続き修理件数についても教えていただきたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   まず、この補助事業に対する実績からちょっと申し上げたいと思います。ブロック

塀の改修、除却に対する補助の実績でございますが１６件ほどございます。さらに数

件の現在申請相談を受けているところでございます。 

   また、現在、通学路に面した倒壊の危険のあるブロック塀の所有者に対しては改善

を促しているところでございますが、またこの補助制度という内容についてもお伝え

しながら改めて改善を促しているというところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） その通学路に面している危険なブロック塀がある方については、補

助事業そのものが理解されていないというような認識なんでしょうか。 

議長（佐藤定男君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えします。 

   このブロック塀の所有者に対しては、この補助の内容については詳しくは説明して

いるというところでございますが、なお、申請する、申請しないというのはご本人の

判断というところではございます。 

   なお、改善を促しておりますブロック塀の所有者の方ですが、今後、除却等申請を

使って除却を行いたいという意向を現在確認しているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） いずれにしても、やっぱりＰＲというか、その補助事業が本当に分

かっていないと言ったら住民の方に叱られるかもしれませんけれども、私も近くの住
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民の方には、せっかく補助事業あるんだからやってくださいというお知らせはしてい

るんですけれども、なかなか結果的に金額とあれが合わないものですから使いづらい

というような人がいるものですから、ぜひ通学路に指定されているブロック塀につい

ては、今後、必要に応じて改善を図っていくようお願いしたいと思います。 

   それから、５番目の質問に移ります。 

   国見町の小学校、統廃合されたのは平成２３年度に廃止されて平成２４年、こうい

うふうになったんで、質問項目に書いたんですけれども、１１年が経過したんですよ

ね。そして、小坂小学校はこさかふるさと館、それから森江野はくにみ幼稚園、大木

戸は、あつかし歴史館、それぞれ活用されているところです。しかし、その周辺へ私

も行ってみたんですけれども草木は伸び放題なところもありますし、特にひどいのは

廃校されてから１１年以上もたつのにプールの水を一回も抜いたことがない。それで

今は寒いから臭いはちょっと少ないらしいんですけれども、夏になると、私、夏に呼

ばれていたんですけれども臭い。大分臭かったです。そういうこともあって、それか

ら今言ったように廃校された周辺、どこで管理するのか、学校ではないんでしょうけ

れども、民家に入り込んだり、仕方なく民家の人が草刈りをしている、そういう方も

いますので、今後それらをどのように排水したり除草したり管理するのか伺いたいと

思います。 

議長（佐藤定男君） 福祉課長。 

福祉課長（黒田典子君） まず、こさかふるさと館についてお答えいたします。 

   令和４年６月議会一般質問で浅野議員にお答えしたとおり、こさかふるさと館は地

元で管理することを基本とし、小坂地区運営協議会に施設管理を委託しており、周辺

の管理業務としては草刈りを年３回行っております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） 次に、あつかし歴史館についてお答えいたします。 

   校舎の周辺及び校庭につきましては、町と地元が協力しながら管理をしているとい

うような状況でございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） 大木戸の旧小学校のプールのお話が出ましたので住民防災

課のほうからも回答いたします。 

   消防用水として以前残しておいたということで聞いております。しかしながら、現

在では消防団では水利として利用を考えていないということでございますので、環境

上の問題があるということであれば水を抜く等進めるようにしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） 前向きな答えをいただきまして、ありがとうございました。 

   小坂はきれいだったんですよ、私が見に行ったら。小坂以外のところの２か所がち

ょっときれいではないな。ぜひ水抜きをお願いしたい。 
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   それから、２つ目というか最後の質問に入りたいと思います。 

   来年度、令和６年度の予算編成について、これは町長に伺ったほうがいいかと思い

ますので、よろしくお願いします。 

   当町は令和４年度から過疎地域に指定されました。同年９月に先ほど言ったように

過疎地域持続的発展計画を令和７年までの４年間と定めております。主な施策１１項

目についてはいろいろ実施されておりますけれども、来年度は作成後の３年目の折り

返し地点、こういうふうになります。これを踏まえて、財政が厳しい厳しいと言われ

る中、来年の主な取組について伺いたいと思いますと同時に、１１項目の中に、特に

私思ったんですけれども町内移動販売支援事業というのがあるんですね。これ、本当

にやっているのかな。ちょっと私、見たことない。 

   それから、藤田駅前周辺の事業については、昨日かな、町長のほうから発言あった

ように県とか国に行って要望しているという話あったんですけれども、具体的にどの

辺まで進んでいるのか、それも含めて教えていただきたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   令和６年度の予算編成、これについては今お話しいただいたような過疎計画、これ

の着実な実践、これを図るために、まずそれを根底にしたいと考えています。あわせ

て第６次国見町総合計画、これに掲げる基本理念、「命を大切に誰もが幸せに暮らす

まちくにみ」の実現、これを目指していかなければならないと思っています。 

   国見町の将来像をつくる上でも６つの施策、これらの推進も必要なのだと思ってい

ます。当然、計画は計画なんですが、その計画の根本は町民の生活、暮らしぶり、あ

るいは地域経済の発展、こういったものがまず核にあるものですから、そういった施

策に重点的に取り組んでいきたいと思っています。そのためには、まず予算というの

は限られています。特に当初予算の編成の際には見通しが立たない交付金であったり、

あるいは補助金といったものがありますので、当初予算の段階ではある程度抑えると

いう形になります。令和５年度の当初予算の編成の際にも、各担当のほうから出され

た予算要求額の総額と、財政担当のほうで考えていた当初の見込みの一般会計の当初

予算の額を比較すると、たしか２０億円ぐらいの開きがあったと聞いています。それ

を、では何を優先して、どう当初予算の中で盛り込んでいくか。例えば１億円の要求

が担当課からあった際に、事業としてそれは当然当初予算に乗せますけれども、その

額についての調整を図って、国あるいは県、あるいは特交、普通交付税、そういった

額が見通しが立った時点で補正予算をお願いするといった、そういったテクニックも

併せて使わなければいけないと思っています。 

   それをやる大前提として、まず全職員のコスト意識、これも当然醸成をしなければ

ならないと思っています。あわせて現時点での把握であったり事業の分析、あるいは

前例にとらわれない発想、そういったものも必要だと思っています。柔軟な事業の構

築、あるいはその展開、そういったものもまず担当職員が考えることなのかなと思っ

ていますし、最終的には決裁をする引地の責任になってくるのかなと思っています。 
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   過疎債という言葉が随分出てきますけれども、過疎債は本当に最後の手段だと思っ

ています。それぞれの事業の構築あるいは実施をする際に、元になるのはやはり補助

金、交付金なんだと思います。そこから漏れた分、あるいは該当しない事業を町が独

自で実施をしようとしたときに、過疎債といったものを充当するようになるのかなと

思っています。いろいろ財源の捻出、これは担当課の職員も一生懸命やらなければな

らないことですし、我々も責任者としてしっかり考えていかなければいけないし、

国・県のほうに働きかけをして国見町にその財源を引き寄せられるのであれば、引地

はどこにでも行って頭を下げてこようと思っています。 

   また、タウンミーティングで出された意見といったものも、これは引地としても重

く受け止めなければならないと思っています。特に前任の場合には町内会要望に対し

ての予算づけといったものがなかなか十分ではなかったということを回答を重ねる中

で聞こえてまいりました。１３００万円、５００万円という数字を皆さん覚えていら

っしゃって、それを超えても要望ができないでしょうという、町内会要望は難しいで

しょうというお話もいただいていました。 

   ただ、今年度の例をとってお話ししますと、当初予算で３０００万円ほどの町内会

要望用の予算を確保しております。これは皆さんに議決をいただいたその額です。そ

の後、９月の補正予算で１５００万円の補正増をお願いしました。今回、１２月につ

いても、また補正予算の増をお願いしているといったところがありますから、なるべ

く町内会からの継続要望といったものを減らしていきたいという思いが、まず我々に

はあります。新規要望は新規要望で当然対応しなければいけませんけれども、５年も

１０年も前から出されているような要望といったものもあったと記憶しております。

そういったものをまず解消したいという思いは、まず予算編成の中ではあります。 

   あとは、全体的にバランスを取らなければいけないということもまずあると思いま

す。予算編成をする際の予算編成指針といったものを当然町が毎年策定をしておりま

すから、来年度に向けた予算編成についても、それはそれぞれの職員のほうに周知を

して、それにのっとって予算編成をまず考えてくださいというお願いをしています。 

   今の時点で申し上げますと、既に当初予算の予算入力という作業はもう始まってお

ります。ただ、これも先ほどお話をしたとおり、我々が考えている当初予算の規模と

担当課が入力をする額の中に開きが当然ございますから、それについては今後事務査

定、その後に町長査定といった流れの中で精査をして、令和６年度の一般会計の新年

度予算については編成を進めていきたいと思っています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） 詳細にありがとうございました。先ほどちょっと追加で移動販売支

援事業、それから藤田駅周辺のやつをちょっと進捗状況を教えていただきたい。 

議長（佐藤定男君） 町長。 

町長（引地 真君） 失礼しました。まず、移動販売でございますけれども、移動販売に

ついてはなかなか難しいといったところもございます。いろいろ調査はしております
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けれども、例えばコープ、生協ですかね、生協であれば移動販売をやれないこともな

いようなんですけれども、コープ国見でそれを実施できるかというと、それは難しい

ような話も聞いております。買物に不便を来していらっしゃる方がいるのであればと

いうことで、この１０月からまちなかタクシーの時間外の利用、足の確保ということ

で、タクシー利用の補助を実証的に始めたといったところがあります。ただ、移動販

売が本当に不可能なのかどうなのかというのは、検討は重ねなければならないとは思

っています。 

   あと、藤田駅前の関係ですけれども、これはまずどういった国の補助事業があるか

というのを我々のほうでいろいろ精査をしました。その事業について適用が可能かど

うかといったところ、そこについてちょっと確認をしているところでもありますし、

間に入っていただける方がいるのであれば、その方にお願いをして後ろからプッシュ

をお願いするということ、あと必要に応じては当然国交省のほうになりますけれども

河川国道事務所であったり、あるいは東北地方整備局のほうにお話をして局長のほう

にお会いをして、国見町ではこんなことを考えているんだけれども、いい交付金、あ

るいは知恵があればお力添えをいただきたいということはお話をしたいと思って、今

その予定取りをしているところでもあります。 

   ただ、中身の具体的なところについては、とにかく今の藤田駅前の朝の交通混雑、

あれを解消するということ、あわせて、民間の土地ではあるのかもしれませんけれど

も、その辺の有効活用についても町としても考えなければいけないのかなと思ってい

ます。個人の資産ではありますけれども、当然、町としての活用策がうまいものがあ

ればご協力をいただければありがたいなといったところではあります。 

   以上、答弁とします。 

８番（山崎健吉君） いろいろありがとうございました。諸案件については、我々にも早

めに議会に説明をいただいて、町民の福祉向上に資するように計画をしていただきた

いと思います。 

   これで私の質問を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（佐藤定男君） １１時３０分まで休議します。 

（午前１１時１８分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（佐藤定男君） 再開いたします。 

（午前１１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（佐藤定男君） 一般質問を続けます。 

   次に、５番蒲倉 孝君。 

   蒲倉 孝君。 
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（５番蒲倉 孝君 登壇） 

５番（蒲倉 孝君） 令和５年第７回国見町議会定例会にあたり、さきに通告いたしまし

た５つの内容について質問させていただきます。 

   まず１つ目、藤田駅前ロータリー改善についてですが、先ほど山崎議員からご質問

がありまして町長が答弁されておりますが、担当の方がご準備されていると思います

ので、できれば答弁願います。 

議長（佐藤定男君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） ５番蒲倉孝議員のご質問にお答えします。 

   駅前の広場整備計画の進捗状況ということでございますが、まずは現在、基本設計

を行うための地形測量と交通量調査が完了しまして、今後、歩行者と自動車の動線等

及びロータリーの配置計画、そういったものの配置計画を行いまして、年度内に全体

のレイアウトというものを作成したいということで考えているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） ありがとうございました。そこでちょっと聞きたいんですが、既存

の東口ロータリーの改善は優先だと思うんですけれども、西口、反対側です。西口の

開発というのはＪＲ東日本さんとか下部団体と要望とか確認というのは行っているん

でしょうか。 

議長（佐藤定男君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えします。 

   藤田駅の西口の開発でございますが、まず、タウンミーティングでもそういったお

話は出ているところでございますが、西側については市街化調整区域ということで、

なかなか開発が抑制される地域でございますが、それは全体のまちづくりの計画で今

後は考えていきたいと思いますが、まずは今現在抱えている問題、藤田駅のロータリ

ー、渋滞対策、そういったものを先に先行して整備していきたいと考えているところ

でございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 分かりました。 

   次の質問です。 

   ある町民の方から匿名で投書が私のところにありました。平日７時４分発、ＪＲ郡

山行きの送迎のために、ある一部の車両が毎朝猛スピードで駅前に向かって危険だと

いうことでございます。別の立場から福島北警察署桑折分署長の警部にお会いしまし

て、現状を伝えた上でパトロールの強化をお願いしてきました。そこで、町執行部と

しては何か安全対策等を行っているのか、お伺いいたします。 

議長（佐藤定男君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   町や交通安全協会、こちらにつきましては規制や取締りの権限はありませんので、
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交通秩序の維持というのはあくまでも警察の役割となります。その意味で福島北警察

署では定期的に巡回はしているということの発言があったのかと思います。 

   そんなことでございますので、町や交通安全協会としては、藤田駅前の交通安全に

対するのぼりの啓発、さらには交通安全運動期間における広報車での呼びかけを行っ

ているものでございます。 

   なお、交通安全につきましては、先ほど町長が駅前広場の整備計画の中で申したと

おり、優先的に安全策を考えているということでございますので、ご理解いただきた

いと思います。 

   以上です。答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 分かりました。 

   では、次の質問に移ります。２番目です。 

   幼稚園の入園、小学校・中学校の入学時費用負担支援の検討についてお伺いいたし

ます。 

   １つ目が、３月議会定例会にて一般質問を行った件について。令和６年度予算はど

のように反映、検討されているのか、お伺いいたします。 

議長（佐藤定男君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   まず、３月議会定例会で答弁をしたのは引地でございました。給付とサービス、両

方の面から子育てを考えないといけないのではないかという答弁を引地がしておりま

す。 

   まず、現状をお話しします。町としては妊娠期からのももさぽ、これでの個別相談

であったり保育所の延長保育、あとは幼稚園でお話をしますと預かり保育、そして小

学校で申し上げますと、放課後の居場所づくりとしての国見っ子わんぱく広場であっ

たり少年仲間づくり教室、あるいは放課後塾ハルでの学習支援、あとは教育支援セン

ターも設けましたので教育支援センターの設置といったもの、こういった様々なサー

ビス支援を行っています。 

   また、給付の面から申し上げますと、出産・子育て応援給付金、これは行政報告で

もお話をしたとおりです。あとは子ども医療費の助成、そして給食費の完全無償化、

こういったことをまず給付とサービス面、それぞれの面で現在行っている、これが国

見町の現状です。 

   ただ、こういったことも踏まえて、あるいは給食の完全無償化といったものは国見

町が令和３年度から実施をしておりますが、それに倣って桑折町、川俣町でも試行的

あるいは実践的におやりになっていらっしゃるという話も町村会の中では聞いており

ますから、ではプラスアルファでどういった給付あるいはサービスがこの国見町にと

って必要なのかといったこと、これについては当然、今、担当課のほうで予算入力を

しております来年度の当初予算、その中での検討になるかと思っています。 

   人口減少であったり少子高齢化、これが国見町の一番の課題だと皆さんおっしゃい
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ますし、あるいは産業の振興なんかも当然ありますけれども、そういった総合的な判

断を予算の査定の中でしていきたいと思っています。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 町長、ありがとうございました。そこで、前回も話したかもしれま

せんけれども、国見町だけで使えるクーポン券というのが、昔はお祝い金みたいに出

したというふうに伺っているんですが、そういったものは今回令和６年度予算では検

討されているのか、再度お伺いしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   それも含めて予算査定の中で検討していきたいと思っていますし、あとはまずは保

護者が何を望んでいるのか、そこがやはり一番なのかもしれません。行政の押しつけ

であってはならないと思っていますから、まず保護者は何を望んでいるかといったと

ころをまず精査をしていきたい。その上で必要とあらば政策的な判断、政治的な判断

をしていきたいと思っています。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 分かりました。よろしくお願いいたします。 

   次の質問です。よくアンケートを取りましたという報告がありますけれども、幼小

中の保護者のみで、これから、もしくは現在ゼロ歳児から３歳児の子育てを行ってい

る保護者への意見のアンケートというのは行っているのかどうか、まずお聞きします。 

議長（佐藤定男君） 教育総務課長。 

教育総務課長（大勝晴美君） お答えします。 

   アンケート、これについては様々な目的でお願いしております。傾向を見るための

アンケートと思います。幼稚園、小中学校で実施しています学校評価アンケート、こ

れと同様に、０歳から２歳児の保育所に入所する保護者に対しても保育に対するアン

ケート、これは毎年実施しておるところです。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 実は固定されてしまうかもしれないんで分かってしまうかもしれま

せんが、国見ニュータウンには子育て住宅というのを造っていただいて住んでいただ

いていますけれども、その方々からアンケートを聞いたことないと言われたんですよ。

毎年アンケートを行っているんであれば、その方々にも届いていると思うんですけれ

ども、その辺いかがですか。 

議長（佐藤定男君） 教育総務課長。 

教育総務課長（大勝晴美君） お答えします。 

   保育所に入所しているご家庭には毎年アンケートのほうが届いているかと思います。

ただ、保育所に通っていない子どもたちを持つ保護者様、この方々に対しましては子
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ども・子育て支援法に基づく国見町子ども・子育て支援事業計画というのを平成

２７年に策定しまして５年ごとに見直しを行っております。現在は第２期の計画期間

にあたりまして、令和６年度までの計画になっております。来年度、第３期の計画策

定にあたりまして、現在ニーズ調査のほうを進めております。これは０歳から１２歳

まで、子どもを持つ全ての保護者へのアンケートを実施します。この中で子育ての状

況、悩み、支援に期待することなどを集約する予定としております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 分かりました。ぜひ実施してください。 

   次の質問です。 

   ３つ目ですが、バイオ燃料撤去の進捗についてお伺いいたします。 

   １つ目、一時散乱などの問題の報告が都度ありましたが、町民への報告というのは

どのように行ってきたか、お伺いいたします。 

議長（佐藤定男君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   昨年１１月にフラフ燃料の搬入により搬入物が周辺に散乱したことから、その搬入

業者については１２月８日、株式会社ログホールディングスになりますが、近隣者へ

の説明会を開催し、その場で山崎前柳地内からの撤退を表明したことでございます。

それを受けまして農業委員会や町では搬入業者へ文書での今後の対応についての照会

を行い、その内容を踏まえて令和５年、今年の１月２４日に近接住民の方へ回覧によ

り周知したというようなところでございます。 

   また、農地法による農地転用許可条項の完了等につきましては、近接の町内会長へ

の報告はしておりますが、その後、大きな動きがあれば、その都度町民への周知を行

っていきたい、以上のように考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 今、回覧という言葉が出ましたけれども、回覧って見る人はちゃん

と見るんでしょうけれども、やはり重要なことは、できれば全戸配布で周知したほう

が。でないと聞いていないよという言葉が入ってきてしまうんですね。ですので、で

きるだけ重要なことは配布でお願いしたいと思います。 

   次に移るんですが、売却先や土地利用については議員懇談会、今も話しましたけれ

ども、毎回のように担当課長から進展なし、引き続き探しておりますという報告があ

り、昨日も町長のほうから、提案理由説明にても農地転用許可工事が完了する前に搬

入された燃料と土地の売却は、いずれも進展がありませんとお伺いしました。では、

いつまで、どのように完了するのかお伺いいたします。 

議長（佐藤定男君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   町ではこれまで搬入物の早期撤去を求めておりますが、搬出には至っていないとい
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うのはこれまで回答したとおりでございます。株式会社ログホールディングスにより

ますと、やながわ工業団地内の発電施設については来年の１月から試験運転を開始す

るということですが、現在、山崎前柳地内にあるフラフ燃料の搬出については具体的

にはなっていないというようなことでございます。今後とも協議、指導を進めてまい

りたいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） できればちゃんとした計画をお示しいただきたいんですが、よろし

くお願いいたします。 

   次にいきます。 

   ４つ目です。国見版ＣＩ（コーポレート・アイデンティティ）の策定検討委員会の

進捗についてですが、まず１つ目、現在の進捗についてお伺いいたします。 

議長（佐藤定男君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   現在、スローガンについて１５案を作成し、それらについて検討委員会で議論をし

ている最中でございます。また、町内の子どもたちとのワークショップなどを実施し、

意見をいただきたいと考えていたところでございます。また、一定期間設けまして住

民の皆様から意見を募集し、それを反映していければとも考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 分かりました。実は令和４年度決算では策定に９８４万５０００円、

本年度の予算では９８６万５０００円と、２年間で約２０００万円お見込みだと思う

んですね。事業の決定や方向性など町民へ広報というと語弊あるかもしれませんが、

経過を報告していなくて今後も継続していくんでしょうか。 

議長（佐藤定男君） 企画調整課長。 

企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   今年度の予算につきましては、議員のお質しのとおりの金額ということになります

が、契約金額については５９９万円となっております。また、検討委員会での内容に

つきましては毎回ホームページで公開し、昨年度につきましては広報くにみでも特集

記事を掲載したところでございます。引き続き町民や委員の皆様の意見を聞きまして、

情報を共有しながら検討を行い、デザインやフレーズを決定し、次年度もその活用に

ついて議論を深めていければと考えています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 分かりました。次の質問です。 

   １１月２２日に第４回の検討委員会の案内がＬＩＮＥにてアップされております。

内容は平日、１週間前の告知でしたが、これでよろしいんでしょうか。 

議長（佐藤定男君） 企画調整課長。 
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企画調整課長（大勝宏二君） お答えいたします。 

   今回１１月１４日に第４回、ＣＩ検討委員会の開催及び傍聴についてホームページ

及びＳＮＳにてご案内をさせていただいたところでございます。開催や傍聴のご案内

ということでございましたので、議会告知と同様に１週間前と考えまして告知したと

ころでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） できれば町民の声を聞くためには日時の検討とか、１週間前は分か

りますけれども、もっと早い告知をお願いできればなと思いますが、よろしくお願い

いたします。 

   最後の質問になります。５つ目です。 

   観月台文化センター体育館跡地についてですが、９月に現地調査にて説明がありま

して、町道の変更も含めて検討しているということでしたが、現在の進捗状況につい

てお伺いします。 

議長（佐藤定男君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） お答えします。 

   観月台文化センター体育館の解体工事につきましては、現在、整地作業まで終了し

ております。今後、残置物の整理などを行いまして年度内に工事完了となる見込みと

なっております。当面の間は臨時駐車場として活用し、町道の改良につきましては担

当の建設課と調整し、進めてまいりたいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 今後、その進捗についてはご報告ください。 

   次の質問です。 

   跡地の施設については、タウンミーティングなどで意見及び要望を伺いながら検討

するとのことでしたが、その意見等はまとまっているんでしょうか。 

議長（佐藤定男君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） お答えいたします。 

   観月台文化センター体育館の被災後、昨年の８月１２日から２９日に卓球、バスケ

ットボール、バウンドテニス、バレーボールの観月台文化センター体育館利用者等の

タウンミーティングを５回実施し、意見を聞いております。加えて社会教育委員やく

にみ観月台カレッジ受講生にも意見を聞いております。また、今年９月から実施した

タウンミーティングにおいてもご意見、ご要望を伺っているところであり、今後も継

続して取り組んでいきたいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 今まとまった答弁ございました。内容というのは何か告知というか

報告はいただけるんですか。 
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議長（佐藤定男君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） お答えいたします。 

   観月台文化センター体育館利用者とのミーティングの中では、高齢の方からは観月

台文化センター体育館の存続を望むご意見があった一方で、主に若い方からは、観月

台の敷地が限られているということもございまして、広い敷地に機能が充実した体育

館の整備を希望する意見もございました。そのほか、社会教育委員の会議やくにみ観

月台カレッジなどでは、そのほかにも親子や子どもが楽しめる施設、防災機能を持つ

施設、冷暖房の機能のある運動ができる施設などを望む声もいただいているところで

す。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） その件について後からも出てくるんですが、次の質問です。 

   人口減少対策として、関係人口を増やす施策を行っている自治体も多くなってきて

おりますが、実例として道の駅国見あつかしの郷が町にはあります。以前、観月台文

化センターにはお風呂がありました。費用対効果もあったんでしょうが、いつの間に

かなくなっております。体育館施設跡地はそのような関係人口を増やす施設も含め検

討は行うのか、お聞きします。 

議長（佐藤定男君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（小野笑子君） お答えします。 

   観月台文化センターは、ホール、図書館を備えており、町外の方も多く利用されて

おります。道の駅国見あつかしの郷とともに関係人口創出に関わる施設となっており

ます。また、観月台文化センター体育館の跡地の用途につきましては社会体育施設に

限定されるものではないと考えております。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） それでは、総務課長か企画調整課長にお伺いしたいんですが、今出

ました藤田地区の方から体育館などの要望が多いということですけれども、教育施設

ではなくて、もっと上野台に行かなくても、小さくてもいいから何か造れないかとい

うご意見が多いと思うんですね。要するに藤田地区のところに。そういった検討はで

きるのかどうか、お伺いします。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   議員ご承知のとおり、昨年、公共施設の総合計画定めております。過疎計画の縛り

で約８割ぐらいに公共施設を減らしていかなければならないというのは当然ご承知の

ことだと思います。先ほど生涯学習課長が答弁していますとおり、観月台文化センタ

ーはそれなりの広さを持った施設になっているということを含めて考えると、町道の

改良計画もありますね。あとは敷地全体の問題があるという中で、現時点での規格に

なった体育館って多分難しいだろうと思っています。なので、その辺の避難所とかそ
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ういったものの問題とはちょっと切り離したことを考えていかなければ。あと上野台

のプールの問題とか始末していかなければならないものもある。その中で総合的にど

ういった集約をしていくかというのは町民の皆さんとご議論をしていかなければなら

ない。最終的な姿として、全体として国見町は過疎計画に則って約８割ぐらいに集約

できましたという形づくりが必要なんだろうなと。 

   あと、その過渡期にあっては様々なご意見があろうかと思います。確かに４０年以

上あそこに体育館があったわけですから、近くの人は欲しいのかもしれないけれども、

総合的に若い人たちが使いやすい体育館にするんであれば、総合体育館的な考え方も

多分教育委員会のほうでは検討なされるものだと思うし、その辺はちょっと全体最適

の中で、なんでかんであそこにという話でなくて、駐車場が狭いという話もあります。

体育館が欲しいという人もいます。だから、どっち取るんだとなるんだけれども、そ

こは町全体の中でのエリア分けになってくるのかなと考えておりますので、今後のご

議論はお互いにさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 最後に町長にお伺いしたいんですが、人口減少対策として関係人口

啓発施策、国見ニュータウンなどに建設していただいた子育て住宅のような施策、こ

のようなことは今後も考えていくつもりでしょうか。 

議長（佐藤定男君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   先ほど、山崎議員の質問にもお答えしたとおりなんですが、まず市街化区域内であ

れば、ある程度の自由裁量権が行政の中にもある、我々のほうにもあるのかもしれま

せん。であれば民間所有の空き地についてのその利用の方法というのも考えていかな

ければいけないと思っています。行政側が考えていかなければいけないということも

あるかなと思います。当然、所有者の了解を得ないで、今ここでいろいろ話をすると

いうのはちょっと控えますけれども、空いている土地であったり、空き家の有効活用

といったものも必要になってくると思います。 

   これが本当のことなのかどうなのか、真実なのかどうなのか、なかなか分からない

ところではありますけれども、どうも国見町は住む場所がないという意見を持ってい

るという話を聞きます。そういった人たちがいるという話を聞きます。であれば民間

不動産業者が国見町にはありません。隣の町にはありますけれども。そういったとこ

ろで民間の土地の新陳代謝というんでしょうかね、流動化というのがなかなか進まな

いのかもしれません。であれば不動産業者が国見町の命を受けるという、その一つの

方策として、行政がある程度覚悟を決めるということも必要なのかなと思います。住

宅供給という形で行政がある程度の財政支出をするという覚悟も必要になってくるの

かもしれません。 

   あわせて、これも山崎議員の質問にお答えしたとおり、駅前の交通混雑を緩和する

だけではなくて、駅前をもっと広いところから俯瞰をするというんでしょうかね、駅
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前、東口ですよ。東口、あとは東のほうの空き地、あとは観月台公園、観月台文化セ

ンター、そういったちょっと広いエリアで国見の藤田駅前の活用あるいは活性化みた

いなものを考えていくべきなのではないかと思っています。その中で当然住宅供給、

子育て世代への住宅供給というものを国見町もしっかりやっていかなければいけない

と思います。 

   住みよいまちナンバー１とかナンバー５とか、いろいろ言われているまちもありま

すけれども、では、そこと国見町の違いは何なのかといったら、そこの視点からも、

きちんと国見町のまちづくりは考えていきたいと思っています。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） ありがとうございました。今、町長からお聞きしたことをぜひ検討

していただいて、実現に向けて進めていただきたいと思います。 

   以上で私の質問を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（佐藤定男君） 午後１時まで休議します。 

（午後０時０２分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（佐藤定男君） 再開いたします。 

（午後１時００分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（佐藤定男君） 午前に引き続き一般質問を続けます。 

   次に、１０番小林聖治君。 

   小林聖治君。 

（１０番小林聖治君 登壇） 

１０番（小林聖治君） 町職員の皆様方におかれましては、日々、町政進展のためご尽力

されていることに対し、改めて敬意を表するものであります。 

   それでは、令和５年第７回定例会にあたり、先に通告しておりました内容について

質問いたします。 

   まず、町職員の健康状況についてお尋ねいたします。 

   優秀な職員の退職が相次ぐ一方、病気休暇を取得する職員が増加していると仄聞し

ておりますが町はその理由をどのように考えているのかお伺いいたします。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） １０番小林聖治議員のご質問にお答えをいたします。 

   増加しているかどうかということは明確には分からないと思いますが、一般的に傷

病、傷や病ですね、を除いたものとしては、当然、精神、神経性の疾病の発症がある

と考えております。その原因として考えられる一般的なものとしてはストレスです。
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ストレスについても家庭なのか地域なのか職場なのか様々あろうと思われます。その

ほかにやっぱり環境の変化ですね。引っ越したとか子どもが生まれたとか結婚したと

か、いろんな要因があろうかと思います。そういったものがそういった病気につなが

る要因になっているんではないかと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 今の答弁だと環境の変化と、そういったものが大きな理由で、こ

れ、病気休暇になった方の職場の環境で例えば共通するもの、こういう環境があって

駄目だったのかなとか、そういったことで思い当たるものはございますか。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   一般論となりますけれども、大体は対人関係ではないかなと考えられると思います。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） それで次の質問ですが、今年度、病気休暇を取得した職員は何人

いるのかお尋ねいたします。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   今年まで新型コロナウイルス感染症がありました。あとインフルエンザという流行

性のものもあります。それを除いたものとして捉えていただきたいんですが、延べで

９人ということになっております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） これら延べ９人の職員の方々の病気休暇は個人の問題と考えてい

るのか、それとも、これは組織の問題と考えているのか、これ、お尋ねします。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   病気になるのは当然その人の問題だろうと思いますが、組織としてはそれをカバー

するべく、それなりの委員会なり多々議論する場を持っておりますので、その中でそ

の対策をきちんと検討しているバックヤードは持っているものだと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 私も、これ職員の病気休暇というのは一見個人の問題ではないか

とは思われるんですが、もう一つの側面として組織の問題でもあると考えています。

そういったことでマネジメントで解決していかなければ、町民の財産である職員の流

出とかは避けられないと思います。それに関してはいかがですか。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 
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   なかなか悩ましい課題ではあるんですよね。うちみたいに小さい組織ですから、一

つの方法としては当然人事で配慮していくという方法もあろうかと思います。あと、

通常の傷病は別にしても、そういったもので人事担当のほうである程度配慮した形で、

そういったものがないような環境づくりを努めてはいきたいと考えておりますが、な

かなか小さい職場ですので全てに配慮ができない場合もありますので、そこはご了承

いただきたいと思います。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） こういった病気休暇を取得している職員の人数なんですけれども、

例えば３年前と比較してどのような変化があるのか、お尋ねします。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えをいたします。 

   今、令和５年ですから令和２年度ということになりますけれども、令和２年度につ

いては延べ１０人が病気休暇を取得したということになっております。 

   どのような変化があるかということなんですが、一般的な傷病は、これはちょっと

分かりづらいところでもありますが、精神・神経の疾患にしても多種多様な要因があ

りますので、一概に比較はできないものと思っております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 町の職員として採用後１年以内に病気休暇を取得している職員は

何人いるのか、お尋ねいたします。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   これにつきましては個人の特定になりかねない質問ですので、答弁は控えさせてい

ただきます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） もう一つ、社会人の新採用というのは、これ、どういう基準で選

定されているのか、お聞きします。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 基準といいますと、一般的には試験なので、通常の新卒の試験

とほぼ同様の試験を行っております。ただ、最近ですと適正検査とかそういったもの

を使いながらの採用基準を設けて評定に達した者について、あと空きの人数もありま

すけれども、それに合わせての採用ということになっています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 分かりました。 

   次の質問です。 
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   病気休暇を取得している職員の給料というのはどのようになっているのか、お聞き

します。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   原則９０日以内までについては全額補償されるということです。さらに成人病、ま

たは精神疾患の場合については１８０日まで全額。それを超えると休職という扱いに

なります。なお、休職の場合でも公務災害による場合はその期間中全額。あと結核性

疾患による場合は２年間まで８割、それ以外の場合につきましては１年まで８割とい

うことになっております。さらにこれらの期間を経過する場合については最長３年間

の休職が可能となっておりますけれども、その期間は無給ということになっておりま

す。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） それで、今ほど給与面での補償というものをお答えいただきまし

たけれども、今度は病気休暇している職員へのサポートというのは給与面のほかにど

のようになっているのか、お尋ねいたします。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   一般的な傷病、疾病につきましては、入院が大体主になりますから、その間につき

ましてはコロナの影響もありましたけれども面会は当然できませんし、連絡の取りよ

うが基本的にはないということで特にございません。ただし、精神疾患による場合は

自宅療養とかそういう場合もございますので、それにつきましては月２回程度の連絡

を取って状況の確認を行います。あとは、医師の診断書の期間にもよりますが、診断

書を持ってくるときとか、そういったものについて、その都度ヒアリングをしている

というような状況になります。 

   また、復帰後につきましては上司による面談、あとは産業医の面談を当然受けても

らって助言をいただいているということもございます。それを受けて業務の配置の参

考にするなど職員の状況を見守っているということになります。 

   また、ケアや予防策といたしましては、メンタルヘルスケアの一環といたしまして、

ご承知のとおり改正労働安全衛生法によりまして義務化をされましたストレスチェッ

ク、これを平成２８年度から実施をしておりますが、職員を対象として行い、職員自

身の気づきを促している。そして、相談希望者につきましては当然産業医によります

定期的な対応、そしてカウンセラーの紹介なども行っているところでございます。 

   さらに、職員研修としてパワハラやセクハラ防止に関する研修なども実施をし、上

司と部下、同僚との間のコミュニケーションの改善に努めているということでござい

ます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 
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１０番（小林聖治君） 次の質問なんですけれども、定年を待たずに中途退職した職員は

何人いるのか、これは数字、よろしくお願いいたします。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   令和４年度でよろしいですかね。令和４年度については２人になっております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 例えばこのお２人の中途退職者、職員の方の再就職先というか、

行き先というのは把握しているのか、お尋ねいたします。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 把握しております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） この中途退職者職員というのは、国見町職員として見切りをつけ

ていったということでもあるのかなと思います。なぜ、これ見切りをつけられてしま

うのか、そういった理由を突き詰めて考えて変えていかなければならないと思います

が、これ、いかがでしょうか。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   見切りをつけたかどうか、様々理由があるのであれなんですけれども、家庭の事情

で辞められた、結婚して辞められたとか、ここにいらっしゃいますけれども副町長と

教育長のようにその立場になるために辞めた方とかいろいろいらっしゃいますから、

見切りをつけたかどうかというのは、それは個々の個人の内心の問題であって、自分

を高めるために違う職種を選んでいるのか、それも分かりませんし、そこは職業選択

の自由という憲法に保障されているものもありますから、町としてはこれについては

尊重せざるを得ないのかなと。ただ、なるべくそういうことがないようにしてはいき

たいなと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 次の質問に入ります。 

   町の職員の病気、また病気休暇の件で恐縮なんですが、病気休暇の状況、さらには

中途退職者について、これ、改めてどう感じているのか、お聞きします。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えをいたします。 

   我々、当然生身の人間ですから、当然病気になることは避けられないというふうに

考えております。予防策といたしましては、一般疾病につきましては健康診断の結果

を活用し、そのアフターフォロー、精神疾患につきましては、先ほど申し上げたスト

レスチェックや日頃からの面談、そして会話なども行い状況を観察することが重要だ
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ろうと考えております。引き続き職員安全衛生委員会で協議を進めながら、よりよい

職場環境の実現を図ってまいりたいと考えております。 

   また、中途退職者の増加についてですが、これは国見町だけの問題ではないと捉え

ております。全国の自治体でも同様の状況になってきています。当然、社会人採用と

いうスタイルが定着しつつありまして、うちでは社会人、１回しかやっていませんけ

れども、ある自治体では年間五、六回やると。同一試験を外してわざとやるようなの

は当然ある。若い人が減っている状況があるので獲得合戦になっているのかなという

ことも考えられております。そのような中で社会人採用制度の枠の制度が広がって、

自分の生活に合った自治体や、また民間へ転職するということがトレンドになってき

ているのかなと考えております。 

   実際に国見町から違う自治体へも行っていますけれども、違う自治体から国見町へ

も来ている。また、異業種からの採用も多くなってきているという状況にあります。

今度このような状況が当たり前になってくるのかなと考えております。 

   採用方法などにつきましてもアレンジをしながら、優秀な人材をなるべく採用でき

るよう今後も検討してまいりたいと考えております。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） やはり職員が欠けるというのは町民サービスの低下にもつながり

ますので、職員は町民の財産でもありますので、こんな悪い状況はいつまでも続かな

いと思います。つらい思いで働いている職員もいるかと思いますが、必ず報われると

思って頑張っていただきたいと思います。 

   それでは、次の質問に入ります。 

   次に、広報くにみに掲載されている町長のコラムについてお尋ねいたします。 

   実は、町長のコラムが一部町民の間で話題になっています。人それぞれ受け止め方

は様々なんでしょうけれども、懐疑的な声が聞こえてくることも事実であります。そ

こで、コラムの内容が分からないという町民の声を仄聞しますが、あのコラムは誰に

向けて書いているのかお伺いいたします。 

議長（佐藤定男君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   広報くにみですので、町民向けとなっております。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 広報くにみですので町民に向けて書いているんでしょうけれども、

町長の感想のようなものをコラムで表現するのにどういう意味があるんですかね。そ

れとも、そういうニーズがあるんですかね。それ、ちょっとお尋ねいたします。 

議長（佐藤定男君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   まず、月に１度ではありますけれども、その間にあった町の出来事、それについて
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町長としての思いであったり所感ですかね、それを記すことというのは特に問題はな

いのかなと思ってはいます。 

   ただ、町長だけではなくて市長、村長のコラムに関して言えば、よその自治体でも

行ってはいることではあります。近隣で申し上げますと福島市、あとは伊達市、あと

は川俣町、そういったところの市長、町長がコラムを持って広報紙にその時々の思い

を記しているといった例があります。町の広報でもありますので、先ほど申し上げま

したとおり、町民に向かっての情報発信の一つであろうと思っています。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 今ほど町長のほうから町民に向かっての情報発信というお答えを

いただきました。 

   それで、次に、広報くにみに町長コラムを掲載する目的は町民に向けて情報の発信

なんでしょうけれども、その目的というのは達成されていると思っていますか。それ

とも、達成されていると思うのであれば、どういった意味で、どういった事柄で達成

されていると思っているのか、これ、お尋ねします。 

議長（佐藤定男君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   先ほども答弁したとおり、広報紙は月に１回の発行になっています。発行までの間

の１か月の間にいろいろとイベントや事業がございます。そこに引地ができる限り参

加するようにはいたしておりますけれども、そのとき、あるいは後ほど、参加はでき

なくても写真な何やらで広報の編集会議の中で見た写真ですかね、そういったものを

見ながら感じたことをまず記載をしています。その根底にあるのは、その事業あるい

はイベントに参加をしてくださってた町民への感謝であったり、参加をされている町

民の様子、そういったものをこのコラムの中で記すようにしています。 

   コラムというものに対してその目的というと、また違ったものになってくるのかど

うか、引地はよく分かりませんけれども、新聞でいえば朝日新聞であれば「天声人

語」、読売であれば何でしたっけ、ちょっと忘れてしまいましたけれども、読売は読

売新聞でありますでしょう。毎日は毎日で「余禄」だったな、というようなコラムが

ございますね。そういったものには比べるべくもないんですけれども、その時々に引

地が感じたことを記しているということになります。 

   町政といったものに対して親しみを持ってもらうというのも変なのかもしれません

けれども、堅苦しいことを考えている役所ではない。そんなにそんなに難しいことば

かりを考えている役所ではないんだというところをかいま見ていただければありがた

いなと思っています。 

   達成度合いやら何やらというところも出てくるのかもしれませんけれども、もうこ

れは一旦文字にしてしまいますと、発行して皆さんにお配りをしてしまいますと、そ

れはもう、その受け止め方というのは引地の手から離れてしまいますので、それぞれ

の町民の皆さんがお感じになることであろうかなと思っています。 
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   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 町長の考え方、私は分かったつもりでおります。 

   それで、最後の質問になりますけれども、広報くにみの１１月号のコラムに「親と

一緒の時間がとても楽しそうな幼稚園の運動会」とあります。これはどの場面につい

て述べたものか、ちょっとお伺いいたします。 

議長（佐藤定男君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   このコラムの中に記載をしたその一文ですね、広報くにみ１１月号はご覧になりま

したか。 

１０番（小林聖治君） ええ、裏表紙は。 

町長（引地 真君） 裏表紙しかご覧になっていませんか。表紙はご覧になっていません

か。 

１０番（小林聖治君） 家で見ましたけれども記憶にありません。 

町長（引地 真君） ああ、そうですか。広報くにみ１１月号の表紙の写真、これは当然

編集会議というものがございまして、次号については一体どういった広報をしようか

という記事の選定やら何やら、フォーム化されているところはフォーム化されていま

すけれども、それ以外のところでどういった中身にしようかという編集会議がありま

す。大まかなそのアウトラインをまず決めます。その編集会議で決めます。それに沿

って担当のほうで記事を書いて、ゲラの段階で、ではその中身をちょっと詳細にもう

一度精査をしましょうというそういう会議もまた編集会議があります。その編集会議

の中でゲラが出てきた時点で、では表紙はどうしましょう、表紙の写真はどうしまし

ょう、あるいは中の記事の写真はどうとか、あとはその記載の仕方はどうかというそ

の編集会議をやりますけれども、その編集会議の中で見た幼稚園の運動会の写真、そ

れを見て感じた、表紙の写真がまさにそうなんですね。お父さんが子どもを一輪車に

乗せて一緒に走っている。その子どもの表情やらお父さんの表情やら、それを見て感

じたことをその一文に表したということです。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 大変理解できましたので、これで質問を終わりたいですけれども、

最後にこの広報くにみというのは町と町民とをつなぐ大切な情報ツールでもあります

ので、有効にその目的を果たせることができるように希望をいたしまして、私の質問

を終わります。 

   以上です。 

議長（佐藤定男君） 町長。 

町長（引地 真君） ありがとうございます。町職員の頃に引地は広報を担当しておりま

した。そのときの上司、上席あるいは町長から、広報といったものはどういったもの

かということを随分と教えていただいたというその経験があります。ですから、町が
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発行する広報の重みというのは議員と同じように、あるいはそれ以上に痛感をしてお

りますので、今、お話しいただいたことをもう一度胸に秘めて、しっかりとした広報

づくりを進めていきたいと思います。ありがとうございました。 

１０番（小林聖治君） 以上で私の質問を終わります。 

議長（佐藤定男君） 最後に、１１番渡辺勝弘君。 

   渡辺勝弘君。 

（１１番渡辺勝弘君 登壇） 

１１番（渡辺勝弘君） 令和５年第７回国見町議会定例会議にあたり、さきに通告してお

りました質問をさせていただきます。 

   先ほど質問した宍戸議員と質問がダブる点がございますが、違った点で質問を行わ

せていただきます。 

   内容は、地元企業者における今後の動向と企業誘致についてであります。 

   昨日、ちょっと違いますけれども、柏葉祭において、中学生に地元に残りたいかと

の質問で二、三人の生徒しか手を挙げていなかったようでした。つまり地元に残るた

めには働く場所がないためだと思っております。稼げることのできる企業が必要であ

るが、そのためには地元企業の考え方を十分聞くべきだと思っております。 

   では、最初の質問であります。 

   将来を担う子どもたちが地元に残らないことを選択していることについて、町はど

のように捉えているのかお尋ねしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 教育長。 

教育長（菊地弘美君） １１番渡辺勝弘議員のご質問にお答えをいたします。 

   柏葉祭の場面のお尋ねでありましたけれども、生徒たちがみんなで話し合い、総合

発表、合唱祭、あるいは展示について、生徒たちが自らアイデアを出し合ってつくり

上げているのが柏葉祭です。この総合発表の場面においては質問も答えも、ある意味、

生徒たちのつくったシナリオと捉えることができると思っています。そのような大き

な気持ちで聞いていただければありがたいと思っています。 

   町では、震災後から、地域を知り地域を考える、これは教育ビジョンやコミュニテ

ィ・スクールのアクティブプランにも生きているところですが、自ら学ぶ力、豊かな

心、健康な体、郷土愛、これらを育むこととして、一つには国見学ということで、小

学校では歴史、あるいは農業を知るということで様々な体験活動をしています。また、

中学校では１年生で職場訪問、２年生で職場体験、３年生は子ども議会において地域

を知り、地域を体験し、まちづくりを提言するという継続的な取組を行っています。

この取組で国見の魅力、課題、可能性を見つけ、ふるさとへの思いを育んでいるとこ

ろです。その子どもたちが小中、高校などで学び、その先に広い社会で活躍をしたい

と願うのであれば、私たち大人は精いっぱい応援をしてあげたいと思うはずです。 

   ただ、国見に育てられたその思いだけは醸成をしていきたいと思っています。保幼

小中の一貫教育、加えて地域学校協働本部、あるいはその活動での様々な体験、彼ら、

彼女らが成長したその先に国見に戻ってくる、あるいは戻れなくても国見を支援をす
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る、あるいはまちづくりを一緒に考えるなど、国見を応援してくれることを願ってい

ます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） 教育長から答弁をいただきました。ありがとうございます。やは

りそのときは二、三人ということでしたけれども正確な人数は分かっておりません。

正式なアンケート調査ではなくて、子どもたちも深く考えていなかったのかなと思っ

ております。地元を離れてしまい帰りたいと思える、そして戻ってきたい町にしなく

てはならないと思っております。 

   では、地元に残ってもらう要因の一つとして次の質問に移らせていただきます。 

   稼げる企業を誘致するために、その基礎としては地元企業の数をどのように把握し

ているのか、お伺いいたしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   令和３年６月に実施しました経済センサスの活動調査で、町内に３１１の事業所が

あることを把握しています。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） 今、３１１の事業所がありましたということなんですけれども、

これは前にやりました商工会でお願いしました中小企業、小規模企業の振興条例に伴

っている、そこに伴う調査も兼ねているのかなと思っております。そこには様々な企

業があると思います。そして、この地元企業がどのように捉えていくのか、そしてそ

の企業としての連携協力を図っているのか、今後の課題になると思います。 

   そこで、次の質問に移りますが、商工会に携わる人間といたしまして、地元企業は

全て商工会の会員ではありません。商工会では様々な企業、あるいは業種を把握でき

ない状況にあるが、町ではそれをどのように把握しているのかお尋ねしたいと思いま

す。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   今はパソコン一つで起業が可能な時代です。このため、新たに起業した事業者等を

速やかに把握することが難しい部分もありますが、国見町中小企業・小規模企業振興

条例に基づく情報連絡会において、町、商工会、金融機関等が月１回、情報交換の場

を設け、新たな起業者などの把握に努めています。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） 今、課長が言いましたように情報網をちゃんとやっているんだと

思いますけれども、これは昔の話になりますけれども、地元の起業者というとどうい

うんですかというと、昔でいう国見電子。国見電子の社長とかが中心となり起業家が
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存在しておりました。そして、そのような方がいなくなり企業会が存続できなくなり、

企業間同士のつながりがなくなってしまったと。そして、企業間の情報も入らなくな

ってしまっているという状況をどのように町は捉えているのか、まずその点について

お尋ねしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   事業所間の交流、つながり、そして情報交換は重要なことだと認識しています。今

後、業種が近い事業所間の情報交換の場を設けられるよう努めていきたいと考えてい

ます。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） いろいろな情報交換をしたいというのは分かりましたけれども、

やはりこの町に来ている企業というのはどういう関係があるか分かりませんけれども、

企業と町との信頼関係を築くことが第一番だと思います。そのための方策として何か

あるのか、考えているのか、お聞きしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   事業所間のつながりを深めることと同時に、町と事業所の間で信頼関係を構築する

ことも当然重要なことだと考えています。現在行っています企業訪問などを通じて、

事業所との信頼関係の構築につなげていきたいと考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） 今課長から企業訪問をやっているという話をお聞きいたしました。

それはやはり一職員が一生懸命やっているということは私も見ていますんで、一生懸

命やっているなと思っております。ただ、その企業訪問を１人の職員がずっとやると

いうのは、ちょっと限界があるのかなと思っております。 

   そこで提案でありますが、先ほども申しましたけれども、商工会では商工会との連

携を図り商工会に入会することにより、企業にとってメリットのある情報を正確に早

く町から発信することができるんではないかなと思っておりますけれども、その点に

ついてお伺いしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   国見町内の３１１の事業所のうち、商工会の会員としましては８月末時点で

１９２事業所が加入しており、加入率は約６１.７％になり、全国平均の５７.９％を

上回っている状況になってございます。ご存じのとおり商工会は商工会法に基づき設

立された団体であり、各事業所に応じた経営相談、経営支援、国・県の補助事業に関

する情報提供など、その業務は多岐にわたります。町も商工会も目指す目的は同じ、

商工業の発展です。商工会会員数の拡大に向け、町でできることがあれば商工会とし
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っかりと連携していきたいと考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） 今、課長が言われた数値も言っていただきましてありがたいと思

っております。やはり６１.７％の加入率でして、やはり全国平均よりは商工会に加

入している企業がこの町は多いんだということが分かりましたけれども、やはり

１００％ということになればもっといいのではないかなと思っております。やはり全

ての企業が商工会に入会することを強制するということは到底できることではないと

思っております。しかし、商工会に入会することで、企業にとって様々な補助金制度

の活用や有利な補助金というのがあれば、それを十分に説明をして、商工会を含め町

にとっても企業にとっても大変メリットがあると考えております。ぜひとも実行に移

してもらいたいと思っております。 

   では、次の質問に移ります。 

   企業の様々な要望や困り事などは町ではどのように捉えているのか、お尋ねしたい

と思います。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   町では先ほど述べました振興条例に基づき、町内の事業所が抱えている課題や要望

を集約するため、今年の６月から企業訪問を実施し、これまで３３社を訪問しました。

直接お会いし伺った課題や要望を整理し、町内の事業所がさらに発展できるよう、商

工会と町で連携を図りながら今後の施策に反映していきたいと考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） 今、課長が言ったように、３３社の企業を回っての要望、困り事

などを聞いてきましたということでありますけれども、やはり残りの企業を今後も回

っていくとなれば、また違った意味合いでの困り事、あるいは要望などが出てくるの

かなと思っております。やはり企業としてほかの市町村と大きな違いがあるのであれ

ば、やはりメリットな点を聞き出すことは当たり前というか、いいことだとは思うん

ですけれども、同時にやはりこの町に進出してきたが、こんなデメリットというか、

こういう不便な部分がありますよ、このようなことがありますねというようなものを

逆に聞き入れて、今後の中小企業のニーズに応えるための施策、大変役立つのではな

いかなと思っております。やはり新たな開発事業、つまり造成を展開するべきなのか、

開発を発展させるために判断する要因になるのではないかと考えていますが、その点

について再度お尋ねしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   企業訪問の中では、各事業所の強み、経営の動向、今後の展望、雇用の状況、喫緊

の課題など多岐にわたって意見交換しながら、各事業所の強みを伸ばし、課題を解決
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できるよう進めていきます。 

   また、昨年度、町内に立地しています３３事業所の魅力について国見町事業所ガイ

ドとして取りまとめ、町のホームページに掲載をしてございます。これは各事業所の

製品や商品、サービスの一押しポイントや強み、求職者向けの情報等を掲載すること

で、販路拡大や人材確保の一助とすることを目的としています。今後も町内事業所の

魅力発信を進め、新規事業展開への支援にも努めていきたいと考えてございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） 今、課長から情報を得たということで、その中身につきまして、

いろいろなことをこれまでやっていたんだということはお聞きしました。情報をさら

に具体なものにするには、やはり一件一件聞くのもいいんですけれども、一社一社聞

いていると、その職員１人で１社を回っていると幾らかかるか分からないと思うんで

す。であれば、むしろ一堂に会する会議等を開いて、やはりそこでいろんな意見をい

ただくことも必要ではないかなと考えますけれども、その点については町の考えはど

ういう考えか、お伺いしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   振興条例の中では、事業所などから意見、または提案を聞き取りする、いわゆる円

卓会議の開催を規定しています。事業所からの意見、提案を町の施策に反映すること、

さらに事業所間のつながりから新たな取引が発生し、事業所の発展につながることな

どの効果が見込まれますので、渡辺議員おっしゃるとおり、事業所間の交流、つなが

りを大切にするような集まる場の開催について進めていければと考えてございます。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） やはり今までやっていないというわけではないですけれども、訪

問をするのもやっぱり３３社を回ってきたということですけれども、理解を得るには

まだまだ時間がかかるかもしれません。やはり先ほど課長が言ったように円卓会議を

開くとかいう感じでもいいと思います。町長が常にやっているタウンミーティングで

はないですけれども、企業版のミーティングなどを開催するとかというようなことで、

いろんなものでやってみてもいいのではないかなと思っております。 

   やはり企業を誘致するということは、イコール、今既存の企業の人たちも仕事をや

っている上で、どうしても手狭になってきたと。大きい場所が欲しい。では町外に出

ましょうではなくて、地元に戻って、もうちょっと広い場所に移ってもいいのではな

いかなとか、逆に広過ぎて、もうちょっと狭いところに移動してもいいかなという企

業もいっぱいあると思うんですよ。そういういろんな人の考え、いろんな人の気持ち

を聞くこともこういうもので大切だと思いますので、ぜひ考えてもらいたいと思って

おります。 

   では、最後の質問です。 
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   地元企業の要望にできる限り応えることによって、先ほども言いましたように企業

間同士のつながりが増え、新たな企業にこの町を選んでいただくことで、その先に企

業誘致がつながるのではないかなと考えておりますが、最後に町のご意見をお聞きし

たいと思います。 

議長（佐藤定男君） 産業振興課長。 

産業振興課長（佐藤智昭君） お答えします。 

   町、商工会、金融機関などがしっかりと連携し、業種が近い町内事業者が一堂に集

まり意見交換する場を設けることで、事業所同士のつながりを再構築するなど、まず

は町内事業所のさらなる発展に向けた取組を進めていきます。 

   また、事業所の規模に関係なく、全ての事業所が国見町内で事業展開することに満

足していただけるよう、引き続き取組を進めていくと同時に、各種の相談にも応じて

いきたいと考えてございます。 

   さらに、新たな企業の誘致も進めていく必要がありますので、企業から国見町に進

出したいとする相談があれば、しっかりと応じて地区計画を策定の上、オーダーメー

ド方式で対応していきたいと考えています。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） 課長から聞きました。ありがとうございます。町長からもお願い

したいなと思ったんですけれども、では最後に町長にお尋ねしたいと思います。 

   やはり今回いろいろな話を聞いていますと、今の町長というか、前の町長にもこう

いう話は聞いたことあります。そして言った言葉は、企業誘致に慎重になってしまう

というか、それの考えというのは、ある意味、やはりいつ進出してくるか分からない、

企業が現れないことに莫大な資金を積むことができませんよと、ちょっと町としては

それに足を踏み入れることはできないというような話は、前の町長にもお話は聞きま

した。それに対しては、やっぱり当然お金がかかるものですから、町がどんどんやる

ことはできないということは十分に分かります。 

   しかしながら、やはり町のこれから人口減少、あるいは過疎指定というような部分

になっていると、人口を増やす要因、これだけではないと思います。これだけで全て

がうまくいくということはないと思いますけれども、やはり開発事業はすべきではな

いかなと。その開発事業をするための資金が少ないのであれば、町長自ら県あるいは

国に要望に行くときもありますけれども、そこには議員も一緒に行ったっていいでは

ないですか。議員も一緒に行って、この町をこのようにしたいんだと、こういう思い

で国に対して、県に対して要望するのは一つではないかなと思っております。このく

らい強い意志が必要ではないかなと思っております。 

   そして、今後どのようにこの町が変わっていくのか、変わりたいのか、この道筋は

町長しかできません。私たち議員と町職員が一緒になってやりますけれども、町長と

してどの方向に導きたいのか、最後にお尋ねしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 町長。 
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町長（引地 真君） お答えします。 

   国見町をどういうふうに導きたいのかというご質問でございますけれども、まず今

よりもよくしたいというのが、我々行政に携わる者たちの一致した思いだと思ってい

ます。それに当然予算が絡んできますから、予算の議決権は議会がお持ちです。その

理解を得た上で議決いただいて、我々がそれを執行するということになります。 

   商工会の会長もおやりになっている議員ですから、当然そこはお分かりだと思いま

すけれども、まず商工業の振興というのは行政だけではいかんともしがたいところが

あります。まず、町には商工会という組織があります。その組織と町がまずいろいろ

協議をして商工業の振興を図る。そこに商工会の会員あるいは会員ではないけれども

国見町で事業を展開している商工業の方々が意見を出し合う場を設ける。それは必要

なことだと思います。 

   その中で、まず今、過疎の指定を受けた国見町がしなければいけないことというの

は多分たくさんあって、過疎計画の中に盛り込んだ一本一本の事業がそれです。その

中でも優先的に、では何をしなければいけないのかといったときに、まず、よそから

国見町に入ってきていただく方への対応も、それも当然必要なことです。ただ、国見

町に今住んでいる方々の福祉の向上、暮らしやすさの向上であったり、不便をなくす

とか、そういった今国見に住んでいる人たちの幸福度を上げるという施策も必要にな

ってくると思います。まず、それが先なのではないかと思います。それをしっかりや

った上で町民一人一人、あるいは議会議員一人一人が、口コミで国見はいい町だよと

いうことを外に発信をしてもらう。当然、行政もそれはしますが、そういったものが

ないと、なかなか難しいのかなとは思います。 

   誰も行政を行う上で今よりも悪くしようとは思っていないわけで、では、そのため

に何をしたらいいのかというのは、今担当課長が答弁をしたとおり、まずは商工業の

振興であれば対面で意見を聞いて、それを町がきちんと受け止めるということが必要

になってくるんだと思います。そういったことをやっていかないと難しいし、それは

タウンミーティングという形がいいのかどうなのかというのは、今後検討はします。

意見交換会のようなものは前任もそれはやっていました。商工業者の方々に役場のほ

うに来ていただいてやっておりましたし、それがちょっと形骸的になっていたところ

もありました。当初はよかったんですけれども、何回も続けていくと形骸化してしま

うといったところもありました。そういった反省点も踏まえて、新たな対話形式の意

見交換というのが必要だなと思います。それを下地にして、では、これから商工業の

振興をどうするかということを考えるべきなのではないかと思います。そのためには

商工会の協力も必要だと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

   悪くしようとせずに、今よりもいい町をつくる、商工業振興についても当然今より

もいい商工会あるいは商業者、工業者であればいいなと思いますので、第６次総合計

画にのっとりながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

   以上、答弁とします。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 
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１１番（渡辺勝弘君） 町長から考えをいただきまして、ありがたいと思っております。 

   私もそう思うんですけれども、やはり今の状態を保ちながら今よりいい生活、今よ

りいい町をつくりたいという気持ちで、今までもこれからも議員としてやっていきた

いと思っております。やはり私たちが考えるべきなのは若人、ここを離れる子どもた

ちが離れても誇れる町をつくりたい、若人が誇れる町をつくりたいなと。そして、そ

れは私たち一人一人、議員も含めて職員も、そして一体になってこの若い人たちの気

持ちをつなげるようなまちづくりに努めていきたいと思っております。そして、その

点については町民からもたくさん上がっておりますので、十分検討していっていただ

きたいと思っております。 

   以上で私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

議長（佐藤定男君） これで一般質問を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

◇散会の宣告 

議長（佐藤定男君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

   ２時１０分より広報常任委員会を委員会室で開催いたしますので、ご参集願います。 

   あす１２月７日は午前１０時から高規格救急自動車研究開発事業事務調査特別委員

会、その後、全員協議会を開きます。 

   １２月８日は午前９時から議会運営委員会、全員協議会を、午前１０時から本会議

を開きます。 

   これで本日の会議を閉じます。 

   長時間にわたり、ご苦労さまでした。 

（午後１時５９分） 

 



 
 
 

第  ３  日 
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    （追加日程） 

 第１４ 発議第 ８号 国見町議会個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 第１５ 発議第 ９号 国民の命と健康を守るため、政府の責任ですべての医療・介護 
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◇開議の宣告 

議長（佐藤定男君） おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。定足数に達

しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

議長（佐藤定男君） 本日の議事日程は、あらかじめお手許に配付したとおりであります。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６２号 国見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関 

        する条例の一部を改正する条例 

議長（佐藤定男君） 日程第１、議案第６２号「国見町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第６２号、国見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６２号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６２号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６３号 国見町議会議員の議員報酬・期末手当及び費用弁償に関する 

        条例の一部を改正する条例 

議長（佐藤定男君） 日程第２、議案第６３号「国見町議会議員の議員報酬・期末手当及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第６３号、国見町議会議員の議員報酬・期末手当及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 
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   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６３号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６４号 国見町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条 

        例 

議長（佐藤定男君） 日程第３、議案第６４号「国見町長等の給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第６４号、国見町長等の給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６４号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６５号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議長（佐藤定男君） 日程第４、議案第６５号「職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第６５号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 
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議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６５号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６６号 国見町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改 

        正する条例 

議長（佐藤定男君） 日程第５、議案第６６号「国見町一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第６６号、国見町一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６６号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６７号 職員の分限の手続及び効果に関する条例等の一部を改正する 

        条例 

議長（佐藤定男君） 日程第６、議案第６７号「職員の分限の手続及び効果に関する条例

等の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第６７号、職員の分限の手続及び効果に関する条例等の一

部を改正する条例についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 
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議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６７号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６８号 国見町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

議長（佐藤定男君） 日程第７、議案第６８号「国見町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。ほけん課長。 

ほけん課長（佐藤温史君） 議案第６８号、国見町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例について説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６８号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第６９号 国見町水道事業の業務に従事する職員の給与の種類及び基準 

        を定める条例の一部を改正する条例 

議長（佐藤定男君） 日程第８、議案第６９号「国見町水道事業の業務に従事する職員の

給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第６９号、国見町水道事業の業務に従事する職員の給与の

種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 
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（以下議案書により説明） 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第６９号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第７０号 令和５年度国見町一般会計補正予算（第５号） 

議長（佐藤定男君） 日程第９、議案第７０号「令和５年度国見町一般会計補正予算（第

５号）」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 議案第７０号、令和５年度国見町一般会計補正予算（第５号）

についてご説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

   ５番蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） 議長、款別でなくてもよろしいですね、全体で。款ごとではなくて

全体でよろしいですよね。 

議長（佐藤定男君） はい、結構ですよ。 

５番（蒲倉 孝君） ８款土木費、２項、これ、２目と４目一緒、同じようなので、２目

と４目の１４節、建設課長にお伺いしたいと思うんですが、概要でいうと８ページ、

補正予算書でいうと１９ページになります。先ほど総務課長からも説明ありましたが、

町道修繕工事費１５００万円及び４１５０万円、この２つについては、どこの町道な

のか教えてください。 

議長（佐藤定男君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） ５番蒲倉議員のご質問にお答えいたします。 

   まず、土木費の２目の道路維持費の１４節の工事費でございますが、この工事費に

おいて実施する予定町道でございますが、路線数を申し上げますと、１３路線となり

ます。内容につきましては、道路の舗装修繕、または道路の改良、さらにガードレー

ルの設置等々を行いたいとするものでございます。 

   次に、４目の道路橋梁新設改良費の工事費の路線でございますが、１つ目としまし

ては、石母田字上野地内、町道２０４６号線、この道路は、国道４号交差点に接続す
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る道路でございまして、年度内に供用開始したいとする道路でございます。 

   ２つ目の路線ですが、光明寺字滝ノ下地内、町道４０７８号線でございます。この

道路は、県道大枝貝田線から光明寺の集落内を通る道路でございます。昨年度から工

事着手を行っておりまして、今年度の事業促進のため、補正増として実施したいとす

るものでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 蒲倉 孝君。 

５番（蒲倉 孝君） よく分かりました。 

   そこで、課長、お伺いしたいんですが、１０年前以上からお願いしています町道な

んですけれども、県道白石線と立体交差になっている藤田駅前から国見ニュータウン

前のけやき通り、ここ、町道の１０７２号、あとは１０６０号、１０６２号というの

が重なり合っているんですが、そこの凹凸について前々からお願いをしているんです

けれども、優先順位、優先順位ということで１０年経っておりますが、いつになった

ら修繕していただけるのかお伺いしたいんですが。 

議長（佐藤定男君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   お質しの町道の修繕、舗装の修繕というところでございますが、その他の町道と併

せて経過観察を行ってまいりました。今後、修繕方法を検討しまして、修繕の時期等

を検討してまいりたいと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） ほかに質疑ありませんか。 

   山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） １２ページの２款総務費…… 

議長（佐藤定男君） マイクを使ってください。 

８番（山崎健吉君） ごめんなさい。 

   ２款総務費、１項総務管理費の中の６目の交通安全対策費、この中に、工事費です

か、ここに外灯費１９６万７０００円、あと機器設備費１６７万８０００円と、こう

いう、あるんですけれども、これはどこをどのように改造するのか、ちょっと教えて

いただきたい。 

議長（佐藤定男君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   １２ページ、交通安全対策費でございますが、この中の工事費については、まず初

めに、防犯灯の設置工事がございます。これらにつきましては、これまで町内会要望

等を踏まえまして、今年度、全部で１９灯、うち８灯については当初予算でいただい

ているのがありますので、今回は１１灯分の増分でございます。 

   さらに、機器設置工事費、これはカーブミラーの設置工事なんですが、これにつき

ましても、今年度、町内会要望の案件を踏まえて、１２基ございます。このうちの

４基につきましては当初予算で見させていただきましたので、今回の８基分の増を、
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増加でございます。 

   場所については、多数ございますので……全部、それでは、ちょっとお待ちくださ

い。まず、防犯灯から申し上げます。町東町内会において、滑沢地区から県道五十沢

への途中に１灯、宮東地区では沢田二地内、板橋町内会で１灯、板橋南では駅から向

かうところに設置、泉田では圃場整備内の農道上に２箇所、第３町内会では県道五十

沢線沿いに、徳江北部では団扇及び舘ケ崎に２箇所、第９町内会では前原地区に１灯、

北部大枝地区では西根堰沿いに２灯、川内地区に１灯つけるものです。 

   また、カーブミラーは、錦町のマルトメリヤスさん前に１基、山崎耕谷前、山崎舘

に１基、原町の県道沿い、川内の仲興寺前に１基、そして、泉田下に１基と宮前の旧

万来軒前と宮町北の大友新聞店前に１基設置するものです。 

   以上、場所がちょっと細かくてわかりずらいところですが、大まかな概要をお知ら

せいたします。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） ありがとうございました。交通安全面、その他、防犯面でいろいろ

設置していただいてありがとうございます。 

   それから、ちなみに、この、カーブミラーというか、ミラーというのは１基当たり

幾らくらいかかるものでしょうかね。今回、大分、１２基と言ったんですけれども、

この値段で逆にできるのかなって心配があるんですけれども、ちょっと参考までに。 

議長（佐藤定男君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） カーブミラーでございますけれども、まず支柱の関係、そ

れから、新たにミラーをつけた場合については、大体、１基当たり約２０万円かかり

ます。ただ、場所によりましては、支柱にミラーだけを付け替える、さらには修繕す

るということもありますので、その辺の関係を加味しながらの金額を計上していると

ころでございます。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） 今、大分、数は上がってきたんですけれども、今後、町内会という

か、いろんなところから要望があったと思うんですけれども、これを精査してこの数

なんですけれども、余っているといったら変ですけれども、これからもまだやらなけ

ればならないと思っているのは幾らくらいか、ちょっと教えてください。 

議長（佐藤定男君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） カーブミラーにつきましては、交通安全協会に一部管理を

お願いしていることもありまして、協会と連携しながら、必要箇所については、町民

の要望を踏まえて実施したいということで考えていますので、申し訳ありませんが、

具体的な数字までについては、この場ではちょっと申し上げられませんので、ご理解

いただきたいと思います。 

議長（佐藤定男君） ほかに質疑ありませんか。 

   渡辺勝弘君。 
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１１番（渡辺勝弘君） 同じく、住民防災課長にお聞きいたします。 

   ページは１２ページになります。 

   ８目の企画費における１２節、その中の委託料として、まず、ふるさと……ふるさ

とではなくて、まちなかタクシー事業における２７７万８０００円と、そこの中身に

ついてお尋ねしたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   総務費の企画費にあります、１２ページにあります、まちなかタクシーの運行委託

料の、今回、２７７万８０００円の増額の内容でございます。こちらにつきましては、

今年度、まちなかタクシーを運営する上で必要額の補正をお願いしているものでござ

いまして、主に、本事業については、当初分で基本的な事業分を契約していますが、

今後、運営していく上で必要な分をさらに加味して、計上しているのがこの内容でご

ざいます。その内容につきましては、人件費の増額分、さらには燃料費の増額分、そ

して、専ら、本業務に使う車の維持修繕費に係る経費分、それらを全て足して、

２７７万８０００円という金額での計上をお願いしているところです。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） 今、課長からお聞きしましたけれども、商工会に携わっている人

間といたしまして、令和４年９月まで商工会で業務委託をして、令和４年度から町で

直接業務委託をするということになったと思うんですけれども、そのときに、私ども

でやっていたときは、時間、つまり定額、車１台につきまして時間を取って、それで

やっていたので、今ここにありましたように、人件費とか車の消耗品とかというもの

の形での契約というのはなかったはずなんですけれども、これがこういうふうになっ

ちゃっている理由、理由というか、があったんだと思うんですけれども、なぜこうな

っているのか、ちょっとお尋ねします。 

議長（佐藤定男君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   商工会から町が引き継いだのは令和３年１０月だったと思いますけれども、実は、

町で契約におきましては、委託方法が、商工会にお願いした要請事業と違いまして、

直接、町が相手方と契約する委託方法が変わりました。これにつきましては、県の補

助金であります市町村生活交通対策事業費の補助金がありまして、これに伴いまして、

運行に係る人件費ですとか燃料費、修繕費、一部固定費用も含めた中での直接運輸費

用に係る経費についてそれぞれ積み上げていくという委託方式に変更しているところ

でございます。これによりまして、町としては、適正な価格で運行を進めることと認

識しておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 渡辺勝弘君。 

１１番（渡辺勝弘君） 今、課長が言いましたように、委託契約というものがこういうふ

うに変わったんだという、定額契約が変わったんだということは分かりました。 
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   そうした場合に、今まで私もやっていたときの契約というのは定額、先ほど言いま

したように、定額契約だった。今回の場合は、いろいろな部分で、今回というか、町

でやるようになってから、いろんな部分で契約をばらばらに契約をしているというよ

うな、かな、になっていると思うんですけれども、そうした場合に、今までの経費と

いうものは若干上がることになるのか、下がることになるのか。実際、その経費は変

わっているのか、ちょっと、その中身についてちょっと、明細が分かれば教えていた

だきたいと思います。 

議長（佐藤定男君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） 申し訳ありません。以前の経費というのが分かりませんの

で、比較にはなりませんが、現在、当方と先方との契約につきましては、総額で

１６３５万円ぐらいになる見込みと想定しております。ただし、この中には、約

２６０万円の国の補助金、さらには、本事業につきましては梁川線まで運用しており

ますので、約９０万円の梁川町からの負担金のほうが入っておりますので、その分を

差し引いた金額が本運営経費というふうになると想定しています。 

   以上、答弁とさせていただきたいと思います。 

議長（佐藤定男君） ほかに質疑ありますか。 

   小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） タウンミーティングの資料では、町内会要望に対する回答がなさ

れておるんですね。そこで、建設課長と住民防災課長にお伺いいたします。回答どお

りの予算要求はされましたかお伺いいたします。 

議長（佐藤定男君） まず建設課長。 

建設課長（村上幸平君） １０番小林議員の質問にお答えいたします。 

   この町内会要望実施にあたりましては、それぞれ、農地費、林道費、道路維持費、

都市計画費、それぞれの科目で要望内容に応じて予算計上を行っているところでござ

います。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） お答えいたします。 

   本年度、町内会要望として出されたもののうち、対応、さらには実施するという事

業について、住民防災課では、安全対策費として防犯灯とカーブミラー、さらには消

防施設の関係がございます。これらにつきまして実施するといった分については、今

回の補正の関係で計上させていただきますので、よろしくご審議のほうをお願いした

いと思います。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） そうしますと、要望書の回答については、もう全て予算要求のほ

うはされたという認識でよろしいですか。では、建設課長。 

議長（佐藤定男君） 建設課長。 
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建設課長（村上幸平君） お答えいたします。 

   お質しのとおりでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 住民防災課長。 

住民防災課長（羽根洋一君） 実施、対応すると言った分については、今回、予算計上し

ております。 

議長（佐藤定男君） ほかに質疑ありませんか。 

   佐藤 孝君。 

３番（佐藤 孝君） 総務課長にお聞きします。 

   直近の超過勤務の数字、実績、昨年比較とどう変化しているかお答えください。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） すみません。資料を持ち合わせておりませんが、先日、職員安

全衛生委員会で確認した中身では、前年比約７割になっているという状況でございま

すので、３０％ほど減少しているという状況になります。 

議長（佐藤定男君） 佐藤 孝君。 

３番（佐藤 孝君） 推測ですけれども、昨年３月の地震の関係が大分収まったと、そう

いう関係もあるのかなとは思っています。 

   そこで、幾つか今回、補正が出ていますが、細かいところは聞きません。大きなと

ころ２つ、１００万円以上超えているんですね。その主な理由を述べてください。 

議長（佐藤定男君） 佐藤 孝君。 

３番（佐藤 孝君） 住民防災課で１つ、それから教育委員会部局で１個、１００万円を

超えているところだけで結構ですから、中身を教えてください。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 前年比で当初予算で計上するんですけれども、その後の状況に

おきまして、足りない分については計上するという、見込みを含めてですけれども。

通常ですと、当初予算で一定のシーリングで計上いたします。足りない分については

９月でまた計上し、昨年ですと、地震があったから、その分を除いた分のシーリング

をかけるんですが、その後、９月で一定の繰越金が出れば補正する。その状況を見な

がら、また１２月で足りない分については計上していくということになりますから、

その時点で少なかったものということで計上させていただいているということになっ

ております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 佐藤 孝君。 

３番（佐藤 孝君） 一般論では、それは分かるんですが、全課で出ているわけではない

のね。小さなところ、４万円幾らの補正が出ているところがありますから。 

   ただ、大きく今回補正されているところは、何らかの事情で、当初予算とは異なっ

た背景といいますか、事業展開が行われたと、こう理解をしているんです。そこで、

今申し上げた教育委員会部局の１つと、それから住民防災課担当の１つと、この背景
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を教えていただきたい。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 令和５年度当初予算につきましては、令和４年度の現員現給で

やっているところがございます。それと、令和５年度につきましては、教育委員会は

組織替えがあったということで、それに伴う、人員の配置が変わっているという部分

がございます。その関係を考えますと、そういった、ちょっと大きな開きが出たので

はないかと考えております。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） ほかに質疑ありませんか。 

   山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） もう一件、ちょっとお聞きしますけれども、これは、８款の土木費、

ちょっと、都市計画費の都市計画総務費の中で、１４節で工事請負５５６万

７０００円とあるんですけれども、前に、概要の中では、公園施設、調整区域の工事

費と、こう説明を受けてあるんですけれども、この公園の施設というのはどこの公園

というんだか、ちょっと教えてください。 

議長（佐藤定男君） 建設課長。 

建設課長（村上幸平君） ８番山崎議員のご質問にお答えいたします。 

   都市計画費の１４節の工事費の内訳、場所ということでよろしいでしょうか。この

公園につきましては、国見ニュータウン内の公園がございます。歴史公園、光公園

等々の外灯の改修、修繕工事ということで計上しているところでございます。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） といいますと、前々からお話ししているように、観月台公園が１年

以上あのような状態なんですけれども、これは今回には入っていないということは、

これ、はっきり言って、いつ公園がきれいになるんですかね。ちょっとその辺を教え

ていただきたい。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） お答えいたします。 

   前にも説明しておりますが、今、基本計画の策定中でございます。その基本計画の

策定を受けて、あとは、事業の中身によっても変わりますけれども、駅前との連携と

か観月台公園とか、全体的な形での描き方で変わってくるかと思うので、その辺につ

いて今、委託のほうをして議論しておりますので、その後、どうするかということに

ついては検討させていただきたいと考えております。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（佐藤定男君） 山崎健吉君。 

８番（山崎健吉君） というと、国見町としては、あそこ、結構きれいな場所、これから

春になると桜の名所ともなりますけれども、まだその計画が固まっていないというこ

とは、来年度もできないという回答になっちゃうんですか。ちょっとその辺、もう一
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回。 

議長（佐藤定男君） 総務課長。 

総務課長（阿部正一君） 該当する事業の採択の問題もあります。駅前も絡めていきます

と、その前の段階の都市計画的な計画が最初に指定になって動きます。単独でやれと

いうと、単独はなかなかないので、やっぱり補助金を使わないとできません。そこら

辺も含めて総合的に検討していかないと、なかなか、さってばさという話にはならな

いのかなと。 

   あの橋、直すだけでも数千万円かかるので、それをすぐやれるのかというと、なか

なか難しい状況もありますから、その辺は、基本計画、あとは、駅前、藤田駅から観

月台地区の全体的なエリアの使い方といいますか、そういったものを含めて総合的に

検討した中で、次の観月台公園の在り方というものをきちんと検討していく必要性が

あるかなと考えておりますので、もう少々お時間をいただければなと思います。 

   以上、答弁とさせていただきます。 

議長（佐藤定男君） ほかに質疑ありますか。 

   小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 私も、先ほどの質問の関連なんですけれども、これは、ぜひ町長

にお聞きしたいことなんですけれども、建設課と住民防災課の予算要求について、要

望、町内会の要望を網羅した財源措置というのはなされたという認識でよろしいでし

ょうか。なされていると。 

議長（佐藤定男君） 町長。 

町長（引地 真君） お答えします。 

   今年度の町内会要望、要望の数で申しますと、全部で２２０ぐらいございました。

その中には、町内会で調整をせずに、そのまま要望書、要望という形で出していただ

いた、重複をしているものもございますけれども、数としてはそのぐらいございます。

その中身を、内訳を見ますと、やはり生活環境の改善を求める、あるいは、農村部で

あれば農道の、作業の効率化を図りたいからといったところでの、道路のやっぱり修

繕なんかも多いですし、水路の修繕といったものもあります。 

   今回、これは、一般質問でもお答えしたとおり、長い間、継続要望として出されて

いた要望については、なるべく解消に向けて取組をしたいというのが、今、引地の考

えであります。これは、令和３年度、令和４年度、同じような思いで取り組んではき

ました。 

   今年度についても、当初予算で３０００万円ほどの予算を議決いただいています。

これは、いろんな修繕費用として使うための予算を認めていただいています。以前に

比べれば倍以上、かつては、前任の場合には、１３００万円ぐらいですかね。

１３００万円から１５００万円をシーリングにして、それ以上は支出をしないという

考え方で対応してきましたけれども、それはちょっと厳しいだろうと。担当課のほう

で困ってしまうんですね。町内会から、あそこを直してほしい、ここを直してほしい

という要望を出されても、それを予算づけをしないと、担当課が困ってしまいますし、
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何よりもその地区の住民が困ってしまう。その解消をしたいと思って、当初予算で

３０００万円、９月の補正で１５００万円ですかね。その補正を認めていただいてい

ます。 

   今回についても、要望は今回計上した額よりも多いということは、それは事実です。

ただ、現予算、これまで当初予算と補正予算で認めていただいている４５００万円の

残りの分と、あと今回の補正予算、そして、お話をしますと、今回、担当課から出さ

れた予算要求を全て補正予算として上げますと、１２００万円ぐらいになってしまう。

１２００万円だと、ちょっと、この後出てくるものに対応できないということもあり

ますから、現予算と今回お願いした予算、補正予算、そして、取りあえず発注をする。

そこでの契約額と予算額との差が出てまいります。その差額と、あとは３月補正、

３月の一般会計の場合には、整理予算になりますから、不用減といったものが出てま

いります。それを集めて対応するという、そういった形にしようと判断をいたしまし

た。 

   あとは、これは、年度はまたがってしまうのかもしれませんけれども、来年度の当

初予算でも、今回要望いただいたことに対しての対応、それは当然、継続的に対応し

ていきたいなと思っています。途切れのない対応、今年度でできるものは今年度にや

る。ただ、どうしても財源の関係で、財政上の関係で、今年度の予算では難しいもの

は、来年度の当初予算から組入れをして対応すると、そういったことを考えています。 

   一般財源からの支出をなるべく控えるためには、やはり、総務課長が答弁したとお

り、補助金や交付金、この辺、あるものをなるべく財源充当して、一般財源の支出を

抑えていきたいと思っています。 

   以上、答弁といたします。 

議長（佐藤定男君） 小林君、同じ質問ですか。 

１０番（小林聖治君） いや、大丈夫です。 

   私のほうも、今、地域の方々と、いろいろな問合せ、いろんな質問があります。そ

れで、今ほど町長の語られた方針、地元の方に説明するのにもよかったかと思います。

どうもありがとうございました。 

議長（佐藤定男君） ほかに質疑ありますか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第７０号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 
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◇          ◇          ◇ 

◇議案第７１号 令和５年度国見町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議長（佐藤定男君） 日程第１０、議案第７１号「令和５年度国見町国民健康保険特別会

計補正予算」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。ほけん課長。 

ほけん課長（佐藤温史君） 議案第７１号、令和５年度国見町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）について説明いたします。 

（以下議案書により説明） 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第７１号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、議案第７１号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（佐藤定男君） １１時１０分まで休議します。 

（午前１０時５８分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（佐藤定男君） 再開いたします。 

（午前１１時１０分） 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第７２号 令和５年度国見町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

議長（佐藤定男君） 日程第１１、議案第７２号「令和５年度国見町介護保険特別会計補

正予算」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。福祉課長。 

福祉課長（黒田典子君） 議案第７２号についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 
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（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第７２号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、議案第７２号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇議案第７３号 令和５年度国見町水道事業会計補正予算（第２号） 

議長（佐藤定男君） 日程第１２、議案第７３号「令和５年度国見町水道事業会計補正予

算」の件を議題といたします。 

   本議案について説明を求めます。上下水道課長。 

上下水道課長（宍戸浩寿君） 議案第７３号、令和５年度国見町水道事業会計補正予算

（第２号）についてご説明申し上げます。 

（以下議案書により説明） 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから議案第７３号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、議案第７３号は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

◇委員長報告（陳情第５号、陳情第６号） 

議長（佐藤定男君） 日程第１３、「常任委員長報告」を行います。 

   総務文教常任委員会に付託されました陳情第５号、陳情第６号の審査結果について、

総務文教常任委員長より報告を求めます。 

   １０番小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 去る１２月５日、総務文教常任委員会を開催し、陳情第５号、陳

情第６号の２件についての審査をいたしましたので、私から報告いたします。 

   なお、審査に先立ち、佐藤ほけん課長、黒田福祉課長にも同席を願っておりました

ので、付け加えておきます。 

   まず、陳情第５号は、全ての医療・介護従事者の処遇改善と人員増に向け、診療報

酬、介護報酬の引上げを求める意見書提出の陳情であり、第６号は、健康保険証の廃
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止を中止し、国の責任で全ての国民に健康保険証の交付を続けるよう求める意見書提

出の陳情でございます。 

   この２件の審査の結果、陳情第５号については採択、陳情第６号については、マイ

ナンバーの普及は進んでおりますけれども、高齢者を中心にまだまだなじみがないこ

とから、引き続き継続して審議すべきと考え、継続審査にすることに決しました。 

   以上、委員長の報告といたします。 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから陳情第５号の討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから陳情第５号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   この陳情に対する委員長の報告は採択です。この陳情は委員長報告のとおり決する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、陳情第５号は委員長報告のとおり採択と決しました。 

   これから陳情第６号の討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから陳情第６号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   この陳情に対する委員長の報告は継続審査です。この陳情は委員長報告のとおり決

することに賛成の方は起立願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、陳情第６号は委員長報告のとおり継続審査と決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇休議の宣告 

議長（佐藤定男君） 追加日程がありますので、暫時休議いたします。 

（午前１１時１９分） 

◇          ◇          ◇ 

◇再開の宣告 

議長（佐藤定男君） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

◇追加日程の議決 

議長（佐藤定男君） ただいま配付いたしました追加日程表のとおり、３件の追加があり
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ますので、これを本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤定男君） 異議なしと認めます。 

   したがって、この３件は直ちに議題とすることに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇発議第８号 国見町議会個人情報保護条例の一部を改正する条例 

議長（佐藤定男君） 日程第１４、発議第８号「国見町議会個人情報保護条例の一部を改

正する条例」の件を議題といたします。 

   書記に議案を朗読させます。なお、条例本文は省略いたします。朗読。 

（書記 発議第８号を朗読） 

議長（佐藤定男君） 提出者より説明を求めます。 

   １０番小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 私から発議第８号、国見町議会個人情報保護条例の一部を改正す

る条例についての提案理由を説明いたします。 

   提案の理由は、お手許のタブレットＰＣの中に記載されており、ただいま書記が朗

読したとおりでございます。速やかなるご審議の上、ご決定をお願いして、提案理由

の説明といたします。 

議長（佐藤定男君） 質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから討論を省略し、発議第８号の採決を行います。この採決は起立によって行

います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、発議第８号は原案のとおり可決いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

◇発議第９号 国民の命と健康を守るため、政府の責任ですべての医療・介護 

       従事者の処遇改善と人員増を求める意見書 

議長（佐藤定男君） 日程第１５、発議第９号「国民の命と健康を守るため、政府の責任

ですべての医療・介護従事者の処遇改善と人員増を求める意見書」の件を議題といた

します。 

   書記に議案及び意見書を朗読させます。朗読。 

（書記 発議第９号及び意見書を朗読） 

議長（佐藤定男君） 提出者より説明を求めます。 

   １０番小林聖治君。 

１０番（小林聖治君） 私から発議第９号、国民の命と健康を守るため、政府の責任です
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べての医療・介護従事者の処遇改善と人員増を求める意見書についての提案理由を説

明いたします。 

   提案の理由は、お手許のタブレットＰＣの中に記載されており、ただいま書記が朗

読したとおりであります。速やかなるご審議の上、ご決定をお願いして、提案理由の

説明といたします。 

議長（佐藤定男君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 質疑なしと認めます。 

   これから発議第９号の討論を行います。討論ありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（佐藤定男君） 討論なしと認めます。 

   これから発議第９号の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。 

（起立全員） 

議長（佐藤定男君） 起立全員です。 

   したがって、発議第９号は原案のとおり可決いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

◇常任委員会の所管事務調査について 

議長（佐藤定男君） 日程第１６、「常任委員会の所管事務調査について」の件を議題と

いたします。 

   本定例会までに総務文教、産業建設、広報の各常任委員長より、私宛てに閉会中の

調査について、それぞれ実施したい旨の申出がありました。 

   おはかりいたします。 

   各常任委員長の申出のとおり、閉会中の調査を実施することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤定男君） 異議なしと認めます。 

   したがって、閉会中の調査は実施することに決しました。 

◇          ◇          ◇ 

◇町長挨拶 

議長（佐藤定男君） 以上で、本定例会に付議されました議案の審議は全部終了いたしま

した。 

   町長より挨拶があります。町長。 

町長（引地 真君） 令和５年第７回国見町議会定例会の閉会にあたり、挨拶します。 

   提案した議案は、原案のとおり議決いただいたことに感謝します。ありがとうござ

います。また、議案審議の過程において出された意見等についても、それぞれの責任

において熟慮熟考し対応すべきものと思料します。 

   議員諸氏には、今後も町政進展、町民福祉の向上のための施策にご理解くださるよ

う切望し、閉会の挨拶とします。ありがとうございました。 
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◇          ◇          ◇ 

◇閉議及び閉会の宣告 

議長（佐藤定男君） これをもちまして本日の会議を閉じます。 

   令和５年第７回国見町議会定例会を閉会いたします。 

   ご苦労さまでした。 

（午前１１時３１分） 
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